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*
注
記
・

-
論
文
中
の
写
真
に
つ
い
て
転
載
す
る
場
合
は
斯
道
文
庫
に
お
問
い
合
わ
せ
下
さ
い
。

服
部
大
方
軟
事

松
崎
憐
堂
の
書
簡

服
部
大
方
は
明
和
七
年
(
一
七
七

O
)
に
生
れ
、
弘
化
三
年
(
一
八
六

四
)
に
没
し
た
漢
学
者
で
あ
る
。
信
濃
の
人
で
あ
る
が
、
後
に
二
本
松
藩

に
仕
え
た
。
沢
氏
を
称
し
、
名
は
誼
ま
た
は
宜
、
字
は
和
甫
、
大
方
は
後

の
号
で
、
典
学
、
半
十
郎
、
星
渓
等
と
も
称
し
て
い
る
。
京
都
、
江
戸
で

弟
子
の
教
育
に
あ
た
り
、
著
作
も
多
岐
に
亘
っ
て
い
る
。
「
図
書
総
目
」

等
に
記
載
さ
れ
る
著
目
を
概
観
す
る
と
、
儒
学
書
の
専
著
よ
り
も
む
し
ろ

一
般
む
け
の
大
衆
書
の
よ
う
な
書
名
が
列
挙
さ
れ
て
い
る
。
し
か
し
今
は
、

こ
れ
ら
の
ひ
と
つ
ひ
と
つ
に
当
っ
て
そ
の
内
容
を
吟
味
し
よ
う
と
い
う
の

が
目
的
で
は
な
い
の
で
、
現
存
し
ま
た
流
布
し
て
い
る
著
作
に
は
あ
え
て

言
及
し
な
い
が
、
そ
れ
で
は
服
部
大
方
と
は
い
っ
た
い
ど
の
よ
う
な
学
者

で
あ
っ
た
の
か
、
そ
れ
を
考
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
ひ
と
つ
の
奇
縁
が
生

古
同

橋

智

じ
た
こ
と
に
よ
り
、
唐
突
と
も
思
わ
れ
る
本
稿
の
起
筆
と
な
っ
た
の
で
あ

る。
一
昨
年
、
斯
道
文
庫
の
未
整
理
本
を
仕
分
け
て
い
る
と
、
虫
損
の
は
げ

し
い
自
筆
稿
本
が
目
に
つ
き
、
別
置
し
て
調
査
を
と
考
え
て
い
た
と
こ
ろ
、

仕
分
け
の
作
業
が
進
む
に
つ
れ
て
同
筆
と
思
わ
れ
る
稿
本
が
次
々
と
芋
蔓

式
に
あ
ら
わ
れ
、
百
冊
の
多
き
に
達
し
て
し
ま
っ
た
の
で
あ
る
。
み
れ
ば
、

そ
の
殆
ど
が
「
信
濃

服
部
誼
」
と
撰
者
を
題
し
て
い
る
の
で
あ
っ
た
。

ペ
ー
ジ
を
繰
る
こ
と
も
か
な
わ
な
い
ほ
ど
虫
損
の
被
害
は
ひ
ど
く
、

刻

も
早
い
修
補
が
必
要
な
状
況
で
あ
っ
た
。

幸
い
慶
麿
義
塾
の
松
永
記
念
文
化
財
研
究
基
金
の
助
成
を
受
け
る
こ
と

が
で
き
て
、
こ
れ
ら
の
稿
本
の
調
査
・
研
究
の
た
め
に
修
復
の
作
業
を
専
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門
の
業
者
に
依
託
す
る
こ
と
が
可
能
と
な
っ
た
の
で
あ
る
。

結
局
、
そ
の
数
量
は
全
部
で
五
二
点
、

一
O
二
冊
と
い
う
も
の
で
あ
っ

た
。
し
か
も
興
味
深
い
こ
と
に
は
、
「
国
書
総
目
」
等
に
載
せ
ら
れ
て
い

る
著
作
目
と
は
か
な
り
趣
を
異
に
す
る
書
名
ば
か
り
な
の
で
あ
る
。
「
大

学
朱
義
弁
正
」
「
説
文
解
字
標
目
」
「
旧
本
七
経
孟
子
全
体
解
義
」
「
尚
書

説
」
「
左
氏
伝
筆
」
「
毛
詩
翼
義
」
等
々
、

一
見
し
て
日
本
儒
学
の
研
究
に

と
っ
て
大
い
に
意
義
あ
る
学
者
で
あ
る
こ
と
を
想
像
せ
し
め
る
に
足
る
稿

本
の
題
名
と
直
感
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
無
論
こ
れ
ら
の
資
料
の
補
修
に
は

相
当
の
時
間
が
必
要
と
さ
れ
る
わ
け
で
、
補
修
を
終
え
た
も
の
か
ら
順
次

内
容
検
討
と
解
題
研
究
に
着
手
し
て
い
く
こ
と
に
な
っ
て
い
る
。
や
や
も

す
れ
ば
、
時
代
が
古
い
と
か
研
究
価
値
が
高
い
と
か
、
稀
少
性
に
重
点
を

置
く
文
献
研
究
が
注
目
さ
れ
る
こ
と
が
多
い
な
か
で
、
こ
う
し
た
比
較
的

新
し
い
一
学
者
の
自
筆
未
刊
稿
本
の
保
存
と
整
理
に
力
を
傾
け
る
こ
と
も

ま
た
、
欠
か
す
こ
と
の
で
き
な
い
大
き
な
文
化
研
究
の
柱
で
あ
る
と
、
私

た
ち
は
主
張
し
た
い
の
で
あ
る
。

斯
道
文
庫
の
研
究
テ
!
マ
と
服
部
大
方
と
の
部
し
き
縁
は
こ
こ
か
ら
始

ま
っ
た
の
で
あ
る
。

と
こ
ろ
で
、
本
文
庫
が
継
続
し
て
掲
げ
て
い
る
研
究
テ
ー
マ
の
一
つ
に
、

江
戸
時
代
後
期
に
興
隆
し
た
日
本
に
於
け
る
撲
学
の
系
譜
、
即
ち
清
朝
の

考
証
学
に
類
す
る
地
味
な
文
献
研
究
の
源
流
を
明
ら
か
に
す
る
と
い
う
こ

と
が
あ
る
。
主
と
し
て
そ
の
自
筆
稿
本
や
書
入
れ
本
の
調
査
に
重
点
を
置

き
、
学
者
平
生
日
常
に
お
け
る
読
書
の
姿
の
一
端
を
知
ろ
う
と
す
る
研
究

で
あ
る
。
松
崎
憐
堂
、
安
井
息
軒
等
、
本
文
庫
の
所
歳
す
る
資
料
を
中
心

に
進
め
ら
れ
て
い
る
が
、

縁
は
更
に
不
思
議
な
も
の
で
、

実
は
服
部
氏
は

憐
堂
と
古
く
か
ら
の
友
人
で
一
時
は
門
を
同
じ
く
し
た
仲
な
の
で
あ
っ
た
。

し
か
も
そ
の
間
柄
は
や
や
複
雑
な
経
緯
を
持
つ
も
の
で
、

い
わ
く
い
い
難

い
も
の
が
あ
る
が
、
両
人
の
学
問
に
如
何
な
る
関
連
が
あ
る
の
か
を
探
る

こ
と
も
ま
た
、
本
研
究
の
一
環
と
し
て
同
時
代
の
学
問
の
様
相
を
知
り
得

る
資
と
な
る
で
あ
ろ
う
し
、
こ
れ
も
深
い
縁
の
な
せ
る
わ
ざ
か
と
感
慨
も

無
量
に
な
る
も
の
で
あ
る
。

松
崎
憐
堂
は
熊
本
の
人
。
明
和
八
年
(
一
七
七
二
に
生
れ
、
弘
化
一

年
(
一
八
四
四
)
に
没
し
て
い
る
。
す
な
わ
ち
服
部
氏
と
は
全
く
同
じ
時

代
を
生
き
た
学
者
で
あ
っ
た
。
伝
は
塩
谷
宕
陰
の
「
捧
呈
松
崎
先
生
行
述
」

に
詳
ら
か
で
、
ま
た
そ
の
日
記
で
あ
る
「
憐
堂
日
歴
」
(
昭
和
四
年
、
浜

野
知
三
郎
翻
刻
)
に
附
さ
れ
る
浜
野
氏
の
解
題
に
要
を
得
て
い
る
。
天
明

六
年
(
一
七
八
六
)
に
江
戸
に
上
り
、
後
に
昌
平
警
に
入
っ
て
学
び
、
ま

た
寛
政
の
初
、
当
時
大
学
頭
で
あ
っ
た
林
述
斎
(
明
和
五
j
天
保
一
一
一
日

一
七
六
八
1
一
八
四
二

の
塾
に
入
門
し
た
。
述
斎
は
美
濃
岩
村
藩
の
大
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給
松
平
家
よ
り
林
家
に
入
っ
た
英
傑
で
、
寛
政
二
年
の
異
学
の
禁
令
に
よ

り
朱
子
学
全
盛
と
な
っ
た
学
界
を
リ
ー
ド
し
、
同
九
年
に
は
林
家
の
家
塾

を
幕
府
の
学
問
所
に
組
織
化
す
る
な
ど
、
学
制
の
充
実
に
貢
献
し
た
。
朱

子
学
を
基
盤
と
し
た
と
は
言
え
、
そ
の
冷
徹
な
学
識
は
「
侠
存
叢
書
」

編
纂
等
に
見
ら
れ
る
よ
う
な
考
証
学
的
業
績
を
も
生
み
、
憐
堂
の
学
問
の

源
流
は
ま
さ
し
く
こ
の
人
に
あ
っ
た
と
断
言
で
き
る
の
で
あ
る
。
憐
堂
は
、

寛
政
五
年
(
一
七
九
三
)
に
井
上
回
明
(
享
保
八
j
文
政
二
H

一
七
二
三

j

一
八
一
九
)
(
井
上
蘭
蓋
の
養
子
)
を
通
じ
て
服
部
氏
と
知
り
合
い
、

翌
年
に
は
服
部
氏
も
林
家
塾
に
入
り
、
と
も
に
切
薩
琢
磨
し
て
時
を
過
す

こ
と
と
な
っ
た
。
二
三
・
四
歳
の
頃
で
あ
る
。

と
こ
ろ
が
、
程
な
く
憐
堂
は
あ
る
事
件
を
通
し
て
林
家
塾
の
退
塾
を
命

じ
ら
れ
る
こ
と
と
な
っ
た
。
寛
政
七
年
(
一
七
九
五
)
六
月
十
四
日
の
こ

と
で
あ
る
。
そ
れ
ば
か
り
で
は
な
く
、
七
月
三
日
に
は
林
門
の
除
籍
を
通

告
さ
れ
る
に
至
っ
た
の
で
あ
る
。
様
堂
の
悲
嘆
は
い
か
ば
か
り
で
あ
っ
た

ろ
う
か
。
「
我
を
生
む
者
は
父
母
、
我
を
教
え
我
を
養
う
者
は
林
氏
な
り
。

十
五
に
し
て
郷
を
出
、
十
八
に
し
て
学
に
入
る
。
今
に
至
る
ま
で
十
五
年
、

大
な
れ
ば
則
ち
講
習
討
論
し
以
て
我
が
有
を
溶
し
、
小
な
れ
ば
則
ち
起
居

息
食
し
以
て
其
の
身
を
養
う
。
恩
は
至
大
な
り
。
義
は
至
深
な
り
。
」
と

述
懐
す
る
ほ
ど
に
林
氏
へ
の
敬
愛
は
深
か
っ
た
の
で
あ
る
。
そ
の
頃
も
ち

あ
が
っ
て
い
た
岩
村
藩
や
郷
里
熊
本
の
細
川
侯
に
と
り
た
て
て
も
ら
う
話

も
当
然
の
こ
と
な
が
ら
断
絶
せ
ざ
る
を
得
な
か
っ
た
。
熊
本
で
こ
の
う
わ

さ
を
知
っ
た
父
母
は
奄
然
と
し
て
逝
去
し
て
し
ま
っ
た
。
悲
し
み
こ
れ
に

σ〉

過
ぎ
る
も
の
は
な
い
。

後
に
事
が
や
み
、
寛
政
十
一
年
(
一
七
九
九
)
に
は
林
門
の
復
籍
が
成

る
。
そ
し
て
、
享
和
二
年
(
一
八

O
二
)
に
は
掛
川
藩
に
仕
え
る
機
会
を

得
る
こ
と
と
な
る
が
、
こ
の
二
十
代
後
半
に
祇
め
た
辛
酸
は
大
き
な
痛
手

と
な
っ
て
懐
堂
の
心
に
遺
る
こ
と
と
な
る
。

こ
の
発
端
と
な
っ
た
事
件
と
は
何
で
あ
ろ
う
か
。
そ
れ
は
、
こ
と
も
あ

ろ
う
に
林
家
の
蔵
書
を
質
に
入
れ
て
し
ま
っ
た
こ
と
に
よ
る
の
で
あ
る
。

述
斎
は
学
規
に
厳
格
で
、
特
に
そ
の
蔵
書
書
庫
の
管
理
に
は
最
も
意
を
用

い
て
い
た
こ
と
は
想
像
に
難
く
な
く
、
寛
文
年
間
に
林
鷲
峰
が
弘
文
院
の

書
院
号
を
得
て
以
来
、
元
禄
年
問
、
大
学
頭
と
し
て
湯
島
の
聖
堂
を
司
ど

る
よ
う
に
な
っ
て
か
ら
は
、
林
家
の
蔵
書
は
即
ち
幕
府
の
蔵
書
と
い
う
性

格
が
い
よ
い
よ
増
し
、
述
斎
の
頃
は
、
弘
文
書
庫
の
権
威
は
頂
点
に
達
し

て
い
た
と
い
っ
て
も
過
言
で
は
な
い
。
そ
の
よ
う
な
な
か
で
、
正
確
に
言

え
ば
、
服
部
氏
が
そ
の
挙
に
及
び
、
憐
堂
は
そ
の
保
証
人
と
な
っ
た
と
い

う
こ
と
で
あ
る
ら
し
い
。

い
ず
れ
に
し
て
も
当
時
、
彼
ら
は
窮
乏
甚
だ
し

く
、
書
物
を
質
に
入
れ
る
の
は
ご
く
日
常
の
こ
と
で
あ
っ
た
よ
う
で
あ
る
。



と
に
角
、
弘
文
の
蔵
書
と
い
う
の
が
よ
く
な
か
っ
た
。

服
部
氏
は
こ
の
顛
末
を
よ
そ
に
京
都
に
身
を
寄
せ
た
ら
し
く
、
事
が
起
つ

て
か
ら
八
年
程
た
っ
て
よ
う
や
く
手
紙
が
険
堂
の
も
と
に
届
い
た
。
享
和

三
年
(
一
八

O
三
)

の
こ
と
で
あ
っ
た
。
嫌
堂
は
つ
と
め
て
当
時
の
で
き

事
を
忘
れ
よ
う
と
し
て
い
た
よ
う
で
あ
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
却
っ
て
服

部
氏
は
憐
堂
を
責
め
た
て
た
ら
し
い
。
結
局
自
分
に
罪
を
託
し
て
林
門
の

復
籍
を
許
さ
れ
た
の
だ
ろ
う
と
か
。
憐
堂
は
筆
を
持
た
ず
に
は
い
ら
れ
な

か
っ
た
。
た
ち
ま
ち
罫
紙
十
枚
に
答
書
を
書
き
連
ね
た
。
つ
け
加
え
た
り
、

書
き
直
し
た
り
、
題
し
て
「
答
沢
九
輔
」
と
す
る
こ
の
返
信
は
果
し
て
服

部
氏
の
も
と
へ
届
け
ら
れ
た
の
で
あ
ろ
う
か
。

浜
野
知
三
一
郎
氏
収
集
の
浜
野
文
庫
(
斯
道
文
庫
現
蔵
)
に
含
ま
れ
る
こ

の
一
冊
の
手
記
は
、
は
か
ら
ず
も
服
部
大
方
と
松
崎
慌
堂
の
人
間
関
係
を

物
語
る
貴
重
な
資
料
な
の
で
あ
っ
た
。
貴
重
と
い
う
表
現
が
故
人
の
意
に

叶
っ
た
も
の
で
あ
る
か
否
か
は
今
は
問
う
ま
い
。

い
か
な
種
類
の
人
間
に

も
怨
親
の
思
い
は
避
け
て
通
れ
ず
、
縁
が
縁
を
呼
び
、
こ
う
し
て
二
人
の

大
儒
が
そ
の
自
筆
稿
本
の
殆
ど
を
同
じ
書
庫
の
中
に
永
遠
に
置
か
れ
る
で

あ
ろ
う
こ
と
を
思
う
と
き
、
そ
の
両
者
の
思
い
は
単
な
る
雑
話
に
と
ら
え

ら
れ
る
こ
と
な
く
、
意
義
あ
る
史
実
と
し
て
昇
華
さ
れ
る
も
の
と
確
信
す

る
か
ら
で
あ
る
。

よ
っ
て
、
こ
こ
に
そ
の
全
文
を
翻
刻
し
、

い
さ
さ
か
そ
の
解
釈
を
試
み
、

服
部
大
方
を
知
る
為
の
一
資
と
な
ら
ん
こ
と
を
願
う
も
の
で
あ
る
。

た
だ
紙
幅
の
関
係
上
、
訂
正
箇
所
等
の
説
明
は
で
き
な
い
が
、
最
終
的

に
整
え
た
様
堂
の
意
図
が
汲
み
と
れ
れ
ば
結
構
だ
と
考
え
る
。
句
点
は
朱

筆
で
原
文
に
加
え
ら
れ
た
も
の
で
憐
堂
の
手
と
考
え
ら
れ
る
。
返
点
や
会

話
文
の
記
号
、
ま
た
段
落
は
翻
刻
者
が
加
え
た
も
の
で
、
更
に
便
を
は
か
つ

て
人
名
や
書
名
等
に
傍
線
を
引
い
た
。
訓
読
文
の
傍
所
に
附
し
た
小
番
号

は
別
掲
の
注
の
番
号
で
あ
る
。
多
々
誤
読
も
あ
ろ
う
か
と
思
う
が
、
解
読

の
一
助
と
な
れ
ば
幸
甚
で
あ
る
。

答
二
沢
九
輔
一

山
士
行
達
二
足
下
書
数
千
言
サ
春
言
及
家
累
。
何
其
委
曲
真
撃
至
レ
此
也
。

殴
離
八
年
之
久
。
所
謂
死
生
無
二
消
息
↓
伝
聞
有
二
異
同
一
者
。

一
旦
得
一
一
其

宣
(
寸
感
不
レ
可
レ
言
也
。
来
教
見
レ
責
良
深
。
僕
欲
レ
不
レ
排
。
不
レ
能
二
終
己
一

也
。
罫
裁
回
字
。
足
下
諒
レ
之
。

十
年
前
。

一
見
二
足
下
子
井
四
明
翁
刊
其
明
年
足
下
入
一
一
林
氏
塾
寸
僕
以

一
日
之
長
↓
辱
レ
在
一
諸
子
上
寸
而
足
下
新
進
全
角
頴
甚
。
不
下
以
レ
僕
置
中

之
度
外
μ

旦
夕
過
従
読
レ
書
論
レ
文
。
何
事
不
下
与
一
一
足
下
一
相
謀
M

僕
時
有
一
一 (1) 



紛
華
之
崇
サ
唯
此
一
事
。
僕
所
一
一
独
知
独
行
↓
何
害
与
二
足
下
一
謀
而
足
下

云
刊
為
レ
僕
所
レ
誘
至
中
狼
狽
失
措
臼
不
一
一
亦
謹
一
乎
。
相
知
日
深
一
日
。
則

情
話
今
真
一
一
於
昨
↓

(2) 

而
後
足
下
語
。
及
一
ニ
向
呉
市
出
明
書
幾
部
子
若
干
金
寸
医
生
某
為
レ
保
。
又

質
=
其
蔵
書
子
某
。
ミ
生
為
レ
保
。
僕
聴
而
笑
目
。
「
有
レ
此
哉
。
僕
亦
典
二

某
書
子
長
谷
川
氏
サ
彼
則
不
レ
用
レ
保
也
。
日
二
一
両
出
二
幾
銭
息
サ
日
若
干
。
」

足
下
目
。
「
某
氏
則
幾
分
也
」
。
足
下
又
目
。
「
向
典
二
某
氏
書
寸
某
氏
須
二

其
童
日
寸
僕
不
レ
得
レ
巳
。
仮
一
一
弘
文
蔵
書
幾
朕
一
以
代
レ
之
。
市
某
医
生
某
生
。

不
二
敢
為
v
保
。
某
氏
数
請
下
与
一
一
保
人
一
相
見
臼
僕
審
甚
。
暗
擬
足
下
。
足

下
肯
諾
諸
」
。
僕
日
。
「
能
償
諸
」
。
日
「
能
問
其
状
」
。
則
日
「
仮
二
数
十

金
於
桑
名
執
事
サ
期
在
=
明
年
三
月
一
」
。
時
足
下
教
二
授
於
桑
名
邸
J

僕
日
。

「
信
然
則
諾
」
。
其
十
二
月
廿
九
日
夜
鼓
打
五
。
足
下
引
レ
僕
。
往
一
一
常
盤
門

外
典
舗
某
氏
寸
押
二
僕
印
一
託
。
時
足
下
未
三
嘗
持
二
巻
書
寸
或
日
。
「
詩

世
本
古
義
。
」
或
日
。
「
百
川
学
海
此
己
。
」
仮
レ
僕
為
レ
保
。
当
一
一
其
砦
一
則

説
レ
僕
往
保
也
。

)
 

町
《
リ(

 

其
明
年
正
月
僕
困
甚
。
乃
用
二
寄
園
寄
所
寄
一
部
サ
因
一
一
前
川
宇
久
者
寸
仮

一
一
金
若
干
於
書
障
和
泉
屋
与
市
サ
足
下
亦
用
一
一
筆
叢
一
部
↓
同
レ
僕
仮
二
若
干

サ
与
二
足
下
一
同
典
者
。
此
是
一
次
而
巳
。

(4) 

既
而
紅
残
緑
茂
。
桑
名
氏
之
金
。
不
レ
可
レ
得
失
。
僕
憂
悶
甚
。
足
下
目
。

「
勿
レ
患
。
有
下
友
在
一
一
甲
郡
内
一
者
凶
富
冠
一
一
一
郡
↓
情
義
甚
深
。
嘗
約
一
一
緩

急
不
二
相
捨
寸
此
外
府
也
。
往
請
必
得
。
不
士
一
章
累
一
一
足
下
一
也
。
」

其
五
月
僕
於
二
市
俊
卿
一
仮
一
一
十
金
↓
用
二
幾
金
一
償
二
某
書
子
長
谷
川
氏
サ
又

用
一
一
若
干
↓
償
一
一
寄
所
寄
子
与
市
寸
而
其
廿
七
日
足
下
告
レ
仮
入
レ
甲
。

然
弘
文
曝
書
。
期
在
一
一
六
月
中
旬
↓
学
舎
所
レ
仮
。
照
レ
数
入
レ
庫
。
唯
足
下

所
レ
仮
。
矩
策
数
大
部
。
偏
捜
一
一
学
舎
及
邸
寸
中
零
紙
残
素
。
莫
レ
所
一
一
獲
徴

↓
責
甚
急
。
僕
知
ニ
其
所
v
在
。
亦
無
レ
力
二
以
償
寸
則
計
将
安
出
。
唯
告
二

主
レ
書
吏
一
日
。
「
告
レ
仮
十
日
。
帰
期
在
レ
近
。
待
レ
之
而
間
未
遅
也
。
」
然

以
下
足
下
因
一
一
四
明
一
。
進
中
於
林
門
M

則
主
レ
書
吏
徴
一
一
之
四
明
づ
僕
亦
語
二

四
明
一
。
以
二
其
所
v
在
。
四
明
乃
使
F

弟
子
某
o

従
レ
僕
往
中
常
盤
門
典
舗
。

及
和
泉
与
市
M

猶
有
二
所
寸
為
一
一
万
屋
某
↓
然
僕
不
レ
為
レ
保
則
不
レ
知
也
。

因
審
三
其
金
本
子
為
二
幾
両
一
也
。
此
在
一
一
六
月
上
旬
↓

其
十
三
日
片
瀬
員
長
。
以
レ
書
徴
レ
僕
。
密
語
目
。
「
子
領
コ
袖
諸
生
寸
不
レ

謹
二
名
検
寸
事
聞
一
一
皐
皮
寸
子
其
請
ニ
退
塾
一
可
也
。
蓋
諸
生
在
レ
塾
。
不
レ
謹

一
一
名
検
一
者
。
必
使
一
一
白
請
退
塾
寸
未
一
一
嘗
公
↓
然
加
一
一
之
罪
一
者
。
養
二
其
廉

恥
一
也
。
是
為
二
林
門
旧
例
己
僕
乃
即
日
上
一
一
退
口
主
其
明
十
四
日
允
レ
之
。

其
日
寓
一
一
築
地
小
田
原
巷
サ
然
猶
三
日
往
一
一
林
氏
↓
候
二
足
下
之
帰
一
也
。

其
十
八
日
足
下
旅
服
粛
然
。
間
二
僕
僑
寓
↓
僕
之
喜
可
レ
見
也
。
足
下
回
。

「
某
日
入
レ
甲
訪
二
某
氏
サ
語
以
二
事
情
寸
某
日
。
『
贈
下
十
金
於
二
中
元
前
サ
十 (5) (6) (7) (8) 



金
於
中
中
元
後
M

即
日
不
レ
能
レ
給
也
。
』
於
レ
是
出
レ
甲
入
レ
相
。
登
一
註
島
一
以

観
一
一
大
海
↓
探
二
古
鎌
倉
↓
問
一
勝
金
沢
一
而
帰
。
訪
一
一
某
医
生
一
時
訪
れ
肌
1
1
r
A
一

某
日
。
『
汝
在
二
事
不
v
測
。
速
去
。
』
余
今
将
一
依
然
而
往
寸
適
思
二
足
下
一

故
来
一
訪
。
」
僕
日
。
「
別
後
二
十
余
目
。
ミ
望
二
足
下
之
帰
↓
縦
令
事
不
レ

済
。
出
レ
甲
出
レ
相
。
賞
レ
心
悦
レ
目
。
不
二
亦
甚
一
邪
。
若
事
一
敗
。
則
足
下

置
二
僕
子
何
地
一
乎
。
」

E
目
。
「
中
元
前
後
。
二
十
金
可
二
果
得
十
乎
。
」
足

下
回
。
「
必
得
。
」
僕
日
。
「
然
則
足
下
再
入
レ
甲
。
語
レ
某
目
。
『
此
事
甚
急
。

万
一
不
レ
得
レ
金
。
累
及
一
他
人
イ
至
一
一
中
元
前
後
サ
則
求
一
一
我
子
枯
魚
津
一
実
。

雄
一
三
十
金
莫
v
所
レ
用
。
今
幸
贈
二
十
金
己
不
レ
可
。
日
一
一
『
七
金
弓
又
不

レ
可
。

『
五
金
。
』
亦
可
也
。
」
足
下
目
。
「
謹
諾
。
」
難
レ
然
。

一
一
秒
双
万
。

余
則
視
。
与
帯
子
耳
。
余
乃
脱
二
外
套
一
衣
一
一
足
下
一
日
。
「
僕
則
有
裳
。
可

也
。
」
足
下
目
。
「
身
無
一
一
銭
己
僕
時
困
甚
。
同
一
一
妻
子
一
仰
晴
ニ
老
姑
寸

老
姑
食
作
。
薪
米
僅
給
。
何
所
レ
得
レ
財
。
探
二
空
植
中
寸
得
二
診
衣
↓
此

随
妻
供
一
一
涜
濯
之
関
一
者
。
乃
送
二
典
舗
↓
得
一
一
南
鏡
一
片
↓
属
ニ
足
下
一
日
。

「
甲
距
レ
此
二
十
余
里
。

一
宿
之
行
也
。
此
亦
足
失
。
速
去
。
得
レ
金
来
。
」

足
下
諾
去
。

(9) 

僕
始
有
二
喜
色
一
日
。
「
我
今
知
レ
免
一
一
連
累
一
実
。
」
屈
指
目
。
「
往
二
日
。
還

一
一
日
。
反
復
商
量
。
又
二
日
則
足
廿
六
日
則
来
失
。
」
而
不
レ
来
者
。
二
千

五
百
日
。
忽
使
書
来
。
見
責
良
至
。
僕
体
弱
痩
人
也
。
不
レ
識
足
下
所
レ
謂

豪
傑
者
。
大
丈
夫
者
。
果
如
レ
此
乎
。
此
姑
置
。

別
十
余
日
。
片
瀬
員
長
又
書
召
レ
僕
。
至
則
伝
ニ
祭
酒
之
令
一
目
。
「
有
レ
故
。

刑
二
升
堂
籍
寸
不
レ
得
一
ニ
登
二
吾
門
寸
」
此
其
七
月
三
日
事
也
。
時
足
下
所
レ
仮

書
。
未
下
有
中
一
冊
入
一
一
弘
文
書
庫
一
者
臼
員
長
目
。
「
慎
之
。
禍
猶
レ
不
レ
測
。
」

僕
問
一
其
故
サ
不
レ
答
而
入
。
僕
惇
然
出
去
。
而
後
四
明
償
レ
主
目
之
挙
起
実
。

或
生
日
。
「
四
明
不
レ
償
。
将
下
鳴
一
之
官
寸
以
中
盗
貨
従
事
的
」
或
生
日
。

「
和
泉
与
市
。
将
二
執
レ
子
鳴
v
官
。
」
僕
骨
警
胆
落
。
不
レ
可
二
奈
何
↓

因
憶
客
歳
房
州
医
人
榎
本
某
。
懇
請
二
僕
其
郷
づ
当
時
拒
而
不
レ
従
。
難
レ

然
。
彼
信
レ
我
者
也
。
我
往
不
レ
可
レ
不
レ
主
。
而
堀
江
秀
輔
。
大
島
曽
益
。

与
一
一
榎
本
一
善
。
亦
勧
二
僕
往
避
↓
以
一
一
其
九
日
↓
寄
一
一
身
子
百
子
船
↓
銭
不
レ

可
レ
得
。
乃
腎
ニ
足
下
所
レ
遺
o

鉄
扇
骨
一
把
寸
僅
得
二
銭
一
百
五
十
文
寸
老

姑
売
二
炭
斗
サ
又
四
百
文
。
旅
装
署
弁
。
此
間
四
五
日
。
思
一
伏
夜
起
。
唯

恐
一
一
見
v
人
。
鼠
噛
猫
吟
。
亦
提
出
避
卒
サ
鶴
一
頭
風
声
。
皆
驚
一
一
捕
手
↓
始
得

一
一
解
績
↓
憂
懐
微
解
。
何
也
。
員
長
禍
不
レ
測
之
言
。
四
明
盗
貨
従
事
之
説
。

使
二
之
然
一
也
。
使
下
足
下
易
レ
地
。
処
中
僕
之
所
上
レ
処
。
則
果
能
泰
然
口
口

乎
。
抑
怨
レ
僕
乎
。

在
レ
房
両
月
。
徐
得
二
友
生
書
↓
因
審
下
足
下
典
書
。
悉
入
中
弘
文
書
庫
μ

皆

四
明
翁
経
営
之
力
也
。
感
塊
兼
併
。
僕
而
後
知
一
在
桔
之
免
。
首
領
之
保

也
。
難
レ
然
。
点
汚
至
レ
此
。
信
無
一
一
面
白
対
v
人
也
。
在
レ
房
三
年
。
時
一 )
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見
問
及
者
。
唯
友
生
某
与
亀
田
鵬
斎
二
人
耳
。
其
余
平
素
謬
漆
相
与
者
。

亦
皆
唾
而
去
レ
之
。
不
レ
容
二
子
歯
牙
間
サ
何
也
。
僕
既
蒙
一
点
汚
非
人
之
名

サ
則
其
至
レ
此
者
。
固
其
所
也
。

不
二
但
此
而
巳
一
也
。
初
祭
酒
薦
一
一
僕
於
岩
邑
侯
サ
事
将
レ
成
。
以
F

僕
之
名 (13) 

。
籍
二
子
細
川
侯
一
。
而
僕
私
遊
中
子
江
戸
M

則
岩
村
侯
之
請
二
僕
子
細
川
侯

↓
必
不
レ
得
也
。
故
使
三
員
長
私
二
細
川
侯
留
守
某
寸
日
「
若
使
三
祭
酒
請
二

子
侯
一
則
可
乎
」
留
守
日
「
擬
議
答
一
一
之
執
事
一
」
市
大
城
多
十
郎
者
。
熊

本
助
教
也
。
召
レ
僕
告
日
。
「
子
之
在
レ
此
。
熊
本
之
士
。
莫
レ
不
レ
知
也
。

我
将
レ
薦
二
子
子
侯
↓
子
持
一
一
旧
稿
及
上
書
一
」
又
私
二
員
長
一
日
。
「
辱
一
二
祭
酒

請
ニ
退
戴
↓
恩
至
大
也
。
然
吾
将
レ
薦
一
一
子
吾
君
寸
事
若
不
レ
成
。
則
使
三
留

守
員
謹
復
二
之
執
事
ご
事
決
本
年
八
九
月
而
己
。
此
事
在
二
其
春
寸
足
下

所
レ
悉
也
。
見
レ
一
コ
逐
子
林
門
寸
此
事
亦
己
実
。
其
誰
使
一
一
之
然
一
也
。

其
後
帰
二
江
戸
↓
困
苦
窮
愁
。
士
行
所
レ
知
。
不
一
一
復
販
と
一
也
。
居
一
年
而 (14) 

林
門
之
籍
復
実
。
此
固
可
レ
喜
也
。
然
又
有
下
尤
可
傷
心
一
者
M

僕
之
見
レ

逐
二
子
林
門
一
之
数
月
。
事
聞
一
一
子
郷
里
↓
或
日
。
「
盗
三
林
氏
書
ご
或
日
。

「
受
レ
刑
。
」
或
日
。

「
亡
命
。
」
老
親
骸
惇
。
侍
養
者
姉
一
人
。
百
方
求

定
信
寸
而
山
海
三
百
里
。
不
レ
可
レ
得
也
。
時
有
下
里
人
流
在
二
江
戸
一
者
u

使
一
一
之
物
色
一
者
二
年
。
亦
不
レ
得
也
。
而
二
親
愁
思
。
老
病
日
侵
。
奄
然

而
逝
。
而
僕
不
レ
知
也
。
其
明
年
始
復
二
籍
子
林
門
↓
而
寄
二
信
子
熊
本
寸

方
始
逢
明
間
物
コ
色
僕
一
者
ω
則
云
「
始
老
親
。
得
一
一
大
城
子
之
教
寸
望
二
帰

有
v
日
。
忽
然
得
一
一
凶
信
寸
遂
至
一
一
以
不
v
起
。
」
鳴
呼
。
使
下
老
親
含
岨
。
不

上
レ
能
レ
開
一
一
一
日
之
眉
寸
固
僕
不
レ
謹
一
一
名
検
之
所
v
致
。
而
足
下
亦
量
得
レ
無

レ
造
一
一
子
此
間
一
哉
。

又
有
一
一
尤
可
レ
恨
者
↓
在
レ
房
時
。
間
三
足
下
典
書
。
尽
入
二
弘
文
書
庫
寸
皆

四
明
翁
経
管
之
力
也
。
而
三
年
前
和
泉
与
市
者
。
一
日
突
ゴ
入
僕
門
寸
以
レ

盗
呼
レ
僕
。
ミ
不
レ
服
。
与
市
目
。
「
向
子
典
筆
叢
一
部
。
而
四
明
先
生
召
レ

僕
日
。
「
此
弘
文
書
也
。
彼
二
人
者
。
私
典
二
之
汝
寸
ミ
速
持
来
。
」
我
日
。

『
求
一
一
其
本
子
己
先
生
日
。
「
此
盗
貨
不
一
一
速
持
来
寸
将
レ
鳴
一
之
官
一
。
以
取

一
一
子
汝
己
我
不
得
巳
。
附
二
之
先
生
↓
今
而
得
レ
子
。
是
得
レ
盗
也
。
子
不
下

合
一
一
本
子
一
而
償
上
レ
我
者
。
我
将
一
一
以
レ
盗
鳴
v
官
。
」
同
一
家
主
之
名
一
而
去
。

僕
時
猶
窮
。
計
無
レ
所
レ
出
。
乃
売
二
日
用
講
書
不
レ
可
レ
無
者
数
部
一
償
レ
之
。

此
士
行
所
レ
知
。
又
託
一
一
士
行
二
鳴
一
一
之
四
明
寸
至
起
卿
サ
則
為
レ
僕
往
説

一
一
子
与
市
者
一
也
。
至
二
常
盤
門
典
舗
寸
則
僕
不
レ
知
F

附
一
一
本
子
一
而
取
中
其
書

t
乎
。
抑
亦
以
一
一
盗
貨
一
従
事
乎
。
夫
以
一
盗
貨
一
従
事
。
彼
扶
レ
手
而
附
二
其

書
寸
抑
亦
幸
失
。
彼
不
レ
可
。
持
鳴
一
之
官
寸
則
足
下
亡
命
。
不
レ
知
レ
所
レ

往
。
而
僕
尚
在
二
府
中
寸
或
在
二
房
州
サ
人
莫
レ
不
レ
知
也
。
捕
手
遅
卒
。
僕

量
得
レ
辞
哉
。
筆
楚
拷
問
。
僕
量
得
レ
避
乎
。
此
其
勢
之
所
一
一
必
至
づ
不
レ
至

一
一
今
日
一
而
知
也
。
足
下
=
一
月
桑
名
之
約
違
而
知
実
。
五
月
入
レ
甲
之
言
不
レ (1司



諾
而
知
。
六
月
再
入
レ
甲
之
挙
。
話
而
知
実
。
僕
之
全
レ
身
而
至
レ
今
者
。

抑
亦
天
之
幸
実
。

(16) 

而
足
下
陥
一
一
僕
子
此
↓
恐
不
一
之
顧
寸

一
則
出
レ
甲
入
レ
相
。
江
島
鎌
倉
金
沢

之
賞
レ
心
悦
レ
目
。
二
則
依
ミ
然
興
ミ
然
。
入
レ
駿
入
レ
遠
入
二
京
師
寸
坐
二
皐

比
-
講
一
一
道
妻
↓
歳
月
之
久
。
寸
簡
隻
字
。
亦
不
二
波
及
一
則
足
下
之
視
レ
僕
。

猶
一
塗
人
之
不
v
如
也
。
僕
之
情
義
。
量
不
レ
絶
而
恨
不
レ
深
乎
。
至
二
仮
印

之
言
寸
僕
実
語
一
一
之
士
行
起
卿
寸
足
下
所
レ
責
良
是
也
。
難
レ
然
亦
負
レ
菟

抱
レ
屈
。
不
レ
能
二
自
明
之
言
↓
当
時
自
謂
。
足
下
受
レ
之
。
亦
以
白
甘
。
何

也
。
使
下
僕
。
単
独
て
身
如
一
一
足
下
寸
孤
雲
騒
韓
ω
何
天
不
レ
尤
。
其
則
負
レ

菟
抱
レ
屈
。
因
不
レ
足
レ
言
。
足
下
罪
白
居
。
亦
何
辞
之
有
。
家
有
レ
累
。
号

レ
寒
呼
レ
飢
。
携
レ
此
何
往
。
僕
交
友
満
二
都
下
寸
其
視
如
一
一
同
抱
一
者
。
不
レ

下
一
十
数
人
サ
自
一
こ
一
逐
二
子
林
門
寸
皆
視
如
二
臭
穣
之
不
v
可
レ
近
。
遇
二
之

一
士

子
塗
寸
則
背
而
過
レ
之
。
当
↑
此
時
ぺ
能
振
斗
援
僕
子
泥
塗
之
中
一
者
。

行
耳
。
次
得
一
一
起
卿
↓
此
二
人
者
。
猶
一
一
一
旦
有
一
一
疑
レ
僕
之
色
寸
則
僕
之
所
二

自
明
一
者
。
偶
然
出
二
子
是
-
耳
。

(1司

足
下
既
己
陥
一
一
僕
実
口
↓
則
其
虚
名
子
一
一
五
ロ
一
二
朋
友
サ
亦
何
得
レ
辞
哉
。

然
而
足
下
之
誘
レ
僕
。
至
レ
此
者
。
蓋
怨
一
一
八
年
前
情
状
一
耳
。
不
レ
怨
一
一
八
年

後
情
事
一
耳
。
足
下
静
斗
坐
閑
処
↓
思
一
一
当
日
之
情
状
寸
又
時
引
一
一
士
行
一
同
一

八
年
後
情
事
↓
否
レ
之
以
一
此
口
之
所
v
言
。
則
必
不
レ
足
レ
先
口
レ
僕
而
反
足
二

以
潤
v
僕
者
。
有
下
不
レ
足
レ
潤
レ
僕
而
反
足
一
以
足
自
答
一
者
M

此
僕
之
所
斗
以

嘆
辞
費
而
不
v
己
也
。

足
下
書
又
云
m

僕
託
二
罪
子
足
下
寸
以
自
復
二
子
林
門
之
籍
寸
而
解
中
褐
子

此
μ

則
又
不
レ
可
レ
不
レ
弁
也
。
始
僕
之
帰
一
一
江
戸
一
也
。
見
二
起
卿
子
士
行
宅

サ
起
卿
側
然
潤
二
僕
之
窮
↓
使
一
一
一
僕
見
一
一
其
師
高
井
某
↓
ミ
進
二
僕
子
其
君
↓

市
其
君
旧
有
二
儒
員
↓
不
レ
得
レ
増
也
。
於
レ
是
某
乃
使
二
僕
医
名
而
儒
行
づ

勲
禄
之
及
レ
有
レ
日
実
。
有
干
間
二
僕
之
進
一
者
上
目
。
「
此
見
レ
逐
二
子
林
門
一
者

也
。
其
必
非
二
善
良
一
也
。
何
不
一
一
一
試
問
一
子
林
公
叶
」
某
乃
語
レ
僕
。
僕
乃
使

三
某
生
窃
請
二
林
公
↓
公
日
。
「
退
蔵
可
レ
惜
。
儒
名
而
医
行
。
五
口
門
之
復
。

猶
可
レ
望
也
。
医
名
而
儒
行
。
此
白
絶
一
一
子
吾
門
一
也
。
」
僕
因
就
一
一
一
堀
江
秀

輔
寸
請
二
子
林
公
↓
書
詞
甚
簡
。
有
司
不
レ
可
。
秀
甫
乃
承
レ
意
起
レ
草
。
其

詞
則
士
行
所
一
一
白
賭
↓
猶
蔵
在
二
陸
笥
↓
口
之
士
行
。
其
閉
山
豆
有
下
一
語
託
二

罪
子
足
下
一
以
自
免
上
手
。
又
況
僕
之
罪
。
定
二
乎
退
塾
之
時
寸
而
連
累
之

坐
。
定
一
一
乎
刊
籍
之
日
↓
則
待
一
二
二
年
之
後
↓
語
二
士
行
起
卿
一
者
。
以
託
一
一

罪
子
足
下
サ
亦
果
得
乎
。
其
所
レ
謂
託
レ
罪
者
。
不
レ
云
二
僕
亦
典
書
一
乎
。

僕
国
典
レ
書
。
但
随
レ
典
随
レ
償
。
則
典
主
目
之
跡
安
在
。
雄
一
一
今
則
悔
寸
亦
少

年
之
卒
気
耳
。
不
一
一
一
敢
累
一
一
一
人
寸
不
一
一
敢
失
其
期
↓
則
加
レ
之
以
ニ
其
名
↓

亦
不
レ
可
レ
得
也
。
山
豆
如
二
足
下
一
計
窮
術
尽
。
至
二
其
発
覚
一
。
則
脱
然
去
レ

之
。
累
及
二
他
人
-
乎
。

(18) 
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(19) 



要
レ
之
。
足
下
所
レ
責
。
在
一
一
託
レ
罪
以
免
↓
而
僕
之
所
レ
恨
。
則
在
三
坐
レ
累

至
二
刊
籍
一
耳
。
且
足
下
以
ー
為
僕
之
復
籍
。
為
レ
利
而
為
レ
之
乎
。
生
レ
我
者

父
母
。
教
レ
我
養
レ
我
者
林
氏
也
。
十
五
出
レ
郷
。
十
八
入
レ
学
。
至
レ
今
十

五
年
実
。
大
則
講
習
討
論
以
清
一
一
我
有
寸
小
則
起
居
息
食
以
養
二
其
身
寸
思

至
大
也
。
義
至
深
也
。

一
旦
以
一
一
詩
誤
一
見
レ
逐
。
則
僕
之
請
レ
復
。
人
之
至

情
也
。
不
レ
然
則
以
一
一
医
名
一
而
仕
一
一
子
某
君
↓
何
必
辞
一
潤
身
之
禄
↓
而
踏
二

窮
餓
子
六
年
之
久
一
乎
。
今
之
解
ニ
褐
子
此
↓
亦
林
公
之
憐
二
僕
之
一
折
不
v

奮
也
。
又
何
託
一
嘉
子
足
下
一
乎
。
但
有
下
人
間
レ
僕
o

以
一
一
当
時
受
誼
之
状
↑

者
μ

則
僕
答
レ
之
日
。
「
退
塾
之
罪
。
僕
之
所
二
自
致
サ
而
刊
藷
之
累
。
則

坐
二
子
足
下
一
也
。
是
実
録
也
。
」
不
二
但
僕
之
丈
ロ
レ
人
以
v
是
也
。
難
下
林
公

之
答
コ
寡
君
之
世
子
一
者
M

亦
如
レ
此
而
己
失
。
足
下
何
不
一
白
思
一
乎
。
若

当
時
桑
名
人
約
不
レ
違
。
郡
内
言
不
レ
話
。
則
僕
之
罪
。
止
一
一
子
退
塾
寸
而

与
二
足
下
一
情
義
知
レ
旧
実
。
首
正
之
仕
可
レ
得
失
。
父
母
不
レ
含
レ
岨
而
入
レ

地
実
。
不
レ
受
ニ
盗
書
之
名
一
実
。
窮
苦
因
迫
。
不
レ
至
ニ
七
年
之
久
一
失
。
以

一
桑
名
之
約
違
郡
問
之
言
葉
サ
而
僕
之
居
住
進
退
。
至
レ
不
レ
可
レ
為
。
而
林

門
之
籍
刊
失
。
林
門
之
籍
刊
。
而
首
丘
之
仕
不
レ
可
レ
得
失
。
父
母
含
レ
岨

而
入
レ
地
実
。
僕
受
一
盃
書
之
名
子
此
都
寸
而
悪
声
遠
及
二
三
百
里
外
一
失
。

加
レ
之
以
二
窮
苦
困
迫
七
年
之
久
一
実
。
然
猶
故
旧
不
レ
遺
。
託
一
圭
行
一
以
致

一
一
声
子
足
下
一
者
。
此
僕
之
猶
三
尽
二
情
義
子
足
下
一
也
。
而
足
下
陥
レ
僕
至
レ

此
。
則
情
義
之
絶
者
。
実
足
下
之
所
二
自
絶
↓
而
又
何
責
レ
僕
以
二
情
義
巳

絶
之
言
一
乎
。

聞
吾
藩
之
権
門
右
族
。
皆
足
下
弟
子
也
。
至
一
一
大
夫
河
野
子
寸
則
至
レ
以
下

従
レ
政
謀
中
足
下
M

甚
幸
甚
幸
。
以
一
一
一
僕
之
新
仕
二
子
此
一
也
。
締
抱
恋
ミ
。

既
己
使
一
一
一
中
山
君
走
二
曹
正
生
子
数
百
里
外
寸
固
所
レ
願
也
。
然
人
之
浮
沈

得
喪
。
天
既
安
排
了
。
非
二
敢
請
一
也
。
唯
在
二
足
下
之
情
義
知
何
一
耳
。

刊
籍
復
藷
。
両
録
二
子
林
氏
升
堂
藷
↓
而
大
郷
金
蔵
掌
レ
之
。
負
一
一
盗
名
一
狼

狽
向
レ
房
。
大
島
与
堀
江
実
知
レ
之
。
以
レ
盗
見
レ
罵
為
ニ
足
下
一
白
償
者
起
卿

士
行
倶
知
レ
之
。
始
裁
二
太
口
書
一
不
レ
欲
レ
言
至
レ
此
也
而
足
下
所
レ
責
。
不
レ
遺

一
一
余
力
寸
則
僕
亦
不
レ
得
レ
不
一
一
自
陳
寸
至
レ
此
也
。
難
レ
然
足
下
之
在
。
揚
子

何
嘗
有
一
意
陥
v
僕
乎
。
窮
乏
之
極
計
違
謀
議
。
使
二
僕
如
云
ミ
一
耳
。
若
其

以
二
好
意
一
見
レ
加
。
則
僕
何
拒
二
足
下
一
千
。
足
下
幸
思
レ
之
。

此
書
不
下
必
求
中
士
行
見
上
レ
之
也
。
又
不
一
一
一
必
投
一
一
之
水
火
一
也
。
僕
之
在
二
窮

餓
焚
溺
之
際
寸
使
一
二
足
下
得
二
罪
子
二
一
友
朋
一
者
。
亦
負
レ
菟
抱
レ
屈
。
不
レ

能
一
一
自
明
一
而
然
耳
。
其
至
二
相
厄
寸
則
一
也
。
足
下
所
レ
責
。
僕
謹
受
レ
之
。

足
下
亦
可
三
以
自
反
二
乎
否
一
也
。
僕
之
窮
餓
今
則
少
蘇
。
而
足
下
雄
一
猶
窮

一
也
。
坐
二
皐
皮
一
講
一
道
事
↓
執
レ
策
請
レ
業
者
。
相
ゴ
継
子
門
寸
則
束
惰
之

入
。
亦
以
罫
給
実
。
足
下
之
得
二
罪
子
一
二
友
朋
一
者
。
今
則
署
明
。
而
僕

之
負
レ
寛
抱
レ
屈
。
亦
得
二
以
少
伸
一
実
。
僕
今
則
衰
薄
甚
。
量
之
烏
者
。
巳 担。(21) 



有
一
五
茎
七
茎
之
白
↓
而
児
名
文
者
。
亦
己
就
一
一
小
学
師
寸
則
足
下
亦
以
老

失
。
交
友
落
口
。
甚
一
口
。
足
下
亦
有
二
嚢
時
少
年
之
楽
一
乎
。
各
旧
好
意

相
加
。
則
八
年
前
松
某
耳
。
八
年
前
沢
某
耳
。
情
義
之
絶
。
亦
可
二
以
続
イ

而
書
跡
往
来
。
或
叙
二
旧
情
↓
式
証
一
一
新
得
↓
時
又
幅
巾
野
服
。
見
二
僕
子

隅
田
之
上
寸
因
レ
事
西
上
。
陪
一
一
足
下
子
洛
水
之
厘
サ
則
其
為
レ
楽
亦
山
一
旦
八

年
前
之
比
乎
。
此
僕
之
所
レ
願
也
。
不
一
一
敢
請
一
耳
。
僕
今
名
明
復
。
単
挙
二

復
字
サ
字
希
孫
。
向
在
二
房
山
一
時
。
有
レ
所
一
景
仰
一
而
易
レ
之
。
肝
胆
如
一
一

裂
辱
一
足
下
之
書
不
レ
能
一
一
一
黙
受
ニ
其
罪
一
憧
恐
無
レ
地
問
月
十
六
日
益
城
復
白(22) 

不
宣

奪
也
疾
病
事
故
陸
続
相
因
裁
報
至
レ
今
深
以
-
一
漸
煉
一
耳
惟
祈
レ
恕

之
論
各
有
レ
所
レ
見
非
二
外
物
在
一
レ
所
レ
口
以
ニ
沢
九
一
称
一
足
下
一
不
レ
識
ド

足
下
今
時
表
徳
為
上
レ
何
漫
挙
下
姓
号
一
字
t
松
崎
退
蔵
如
レ
旧
向
寄
一
一
士
行

学
術

書
中

四
月
八
日
脱
稿

。3)

沢
九
輔
に
答
ふ

(1 ) 

山
士
行
、
足
下
の
書
数
千
言
を
達
す
。
春
言
家
累
に
及
ぶ
。
何
ぞ
其

け

い

り

い

わ

ゆ

る

れ
委
曲
真
撃
此
に
至
る
や
。
殴
離
八
年
の
久
し
、
所
謂
死
生
消
息
無
し
、

(2) 

一
旦
其
の
真
を
得
れ
ば
、
感
言
う
べ
か
ら
ざ
る
な

り
。
来
教
責
め
ら
る
る
こ
と
良
に
深
し
。
僕
弁
ぜ
ざ
ら
ん
と
欲
す
る
も

終
に
己
む
能
は
ず
。
署
裁
の
回
字
、
足
下
之
を
諒
せ
。

十
年
前
、
一
た
び
足
下
を
井
四
明
翁
に
見
る
。
其
の
明
年
足
下
も
林

氏
塾
に
入
る
。
僕
、
一
日
の
長
を
以
て
諸
子
の
上
に
在
る
を
辱
く
す
。

伝
聞
異
同
有
る
者
、

而
し
て
足
下
は
新
進
に
し
て
そ
角
頴
な
る
こ
と
甚
だ
し
き
も
、
僕
を
以

て
之
を
度
外
に
置
か
ず
。
日
一
タ
過
従
し
て
書
を
読
み
文
を
論
ず
。
何
事

か
足
下
と
相
謀
ら
ざ
ら
ん
。
僕
時
に
紛
華
の
崇
あ
り
。
唯
此
の
一
事
の

み
僕
の
独
り
知
り
独
り
行
う
所
な
り
。
何
ぞ
害
て
足
下
と
謀
ら
ん
。
而

た

め

ま

た

る
に
足
下
、
僕
の
為
に
誘
は
れ
て
狼
狽
失
措
に
至
る
と
云
う
は
、
亦
謹

な
ら
ざ
ら
ん
や
。
相
ひ
知
る
こ
と
日
に
深
き
一
日
な
れ
ば
則
ち
情
話
、

今
、
昨
よ
り
真
な
り
。

(3) 

而
る
後
、
足
下
の
語
、
向
に
四
明
の
書
幾
部
を
若
干
金
に
典
す
る
に

及
ぶ
。
医
生
某
が
保
と
為
る
。
又
某
の
蔵
書
を
某
に
質
す
。
某
生
が
保

こ

れ

ま

た

と
為
る
。
僕
、
聴
き
て
笑
い
て
日
く
。
「
此
有
り
や
。
僕
も
亦
某
書
を

ふ

た

っ

そ

く

長
谷
川
氏
に
典
す
る
に
、
彼
は
則
ち
保
を
用
ひ
ず
。
両
に
て
幾
銭
の
息

を
出
す
か
と
日
へ
ば
、
日
く
若
干
と
。
」
足
下
回
く
。
「
某
氏
は
則
ち
幾

分
な
り
。
」
足
下
又
日
く
。
「
向
に
某
氏
に
書
を
典
す
る
に
、
某
氏
其
の

書
を
須
む
。
僕
己
む
を
得
ず
、
弘
文
の
蔵
書
幾
映
を
仮
り
て
以
て
之
に
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代
ゆ
。
而
し
て
某
医
生
、
某
生
は
敢
て
保
と
為
ら
ず
。
某
氏
数
保
人

と
相
見
ん
こ
と
を
請
う
。
僕
窮
す
る
こ
と
甚
だ
し
。
暗
に
足
下
を
擬
す
。

こ
れ

足
下
肯
て
諸
を
諾
せ
。
」
僕
日
く
、
「
能
く
諸
を
償
ふ
か
。
」
日
く
、
「
能

く
其
の
状
を
問
は
ん
。
」
則
ち
日
く
、
「
数
十
金
を
桑
名
の
執
事
に
仮
り

ん
。
期
は
明
年
三
月
に
在
り
。
」
時
に
足
下
は
桑
名
邸
に
教
授
た
り
。

僕
日
く
、
「
信
に
然
ら
ば
則
ち
諾
す
。
」
其
の
十
二
月
'
廿
九
日
夜
鼓
五
を

打
つ
。
足
下
僕
を
引
き
て
常
盤
門
外
の
典
舗
某
氏
に
往
き
て
僕
の
印
を

押
し
誌
は
ん
ぬ
。
時
に
足
下
は
未
だ
嘗
て
一
巻
の
書
も
持
た
ず
。
或
は

8

こ
れ

日
く
「
詩
世
本
古
義
。
」
或
は
日
く
「
百
川
学
海
此
の
み
。
」
僕
を
仮
り

て
保
と
為
す
。
其
の
窮
に
当
れ
ば
則
ち
僕
を
説
き
往
き
て
保
せ
し
む
る

な
り
。

凶
其
の
明
年
正
月
、
僕
困
る
こ
と
甚
だ
し
。
乃
ち
寄
園
寄
所
寄
一
部
を

用
っ
て
前
川
宇
久
な
る
者
に
因
り
て
、
金
若
干
を
書
津
和
泉
屋
与
市
に

仮
る
。
足
下
も
亦
筆
叢
一
部
を
用
っ
て
僕
と
同
に
若
干
を
仮
る
。
足
下

と
同
に
典
す
る
は
、
此
是
れ
一
次
の
み
。

)
 

「ひ(
 
既
に
し
て
紅
残
緑
茂
、
桑
名
氏
の
金
は
得
る
べ
か
ら
ず
。
僕
憂
悶
甚

だ
し
。
足
下
回
く
、
「
患
ふ
る
勿
か
れ
。
友
、
甲
郡
内
に
在
る
者
有
り
。

富
は
一
郡
に
冠
た
り
。
情
義
甚
だ
深
し
。
嘗
て
緩
急
相
捨
て
ざ
る
を
約

こ
れ

2

わ
ず
ら

す
。
此
外
府
な
り
。
往
き
て
請
え
ば
必
ず
得
る
。
事
も
足
下
を
累
は
さ

(6) 

ず。」其
の
五
月
、
僕
、
市
俊
卿
に
十
金
を
仮
る
。
幾
金
を
用
っ
て
某
書
を

長
谷
川
氏
に
償
ふ
。
又
、
若
干
を
用
っ
て
寄
所
寄
を
与
市
に
償
う
。
而

(7) 

し
て
其
の
廿
七
日
足
下
暇
を
告
げ
て
甲
に
入
る
。

然
る
に
弘
文
の
曝
書
は
期
、
六
月
中
旬
に
在
り
。
学
舎
の
仮
り
る
所
、

数
を
照
ら
し
て
庫
に
入
れ
し
む
。
唯
、
足
下
の
仮
り
る
所
は
鉦
策
数
大

部
。
編
ね
く
学
舎
及
び
邸
を
捜
し
、
中
に
零
紙
残
素
も
獲
徴
す
る
所
莫

く
ば
責
め
る
こ
と
甚
だ
急
な
り
。
僕
、
其
の
在
る
所
を
知
る
も
亦
以
て

償
う
に
力
無
け
れ
ば
則
ち
計
将
に
安
く
に
出
さ
ん
と
す
。
唯
、
書
を

主
吏
に
告
げ
て
日
く
、
「
暇
を
告
げ
る
こ
と
十
日
。
帰
期
は
近
く
に

在
り
。
之
を
待
ち
て
問
、
つ
も
未
だ
遅
か
ら
ざ
る
な
り
。
」
然
る
に
足
下

は
四
明
に
因
り
て
林
門
に
進
む
を
以
て
す
れ
ば
、
則
ち
書
を
主
る
吏
は

之
を
四
明
に
徴
し
、
僕
も
亦
四
明
に
語
る
に
其
の
在
る
所
を
以
て
す
。

四
明
は
乃
ち
弟
子
某
を
し
て
僕
に
従
っ
て
常
盤
門
の
典
舗
及
び
和
泉
与

な

ほ

よ

ろ

ず

や

3

市
に
往
か
し
む
。
猶
一
所
有
り
。
万
屋
某
た
り
。
然
る
に
僕
、
保
た
ら

(8) 

ざ
れ
ば
知
ら
ざ
る
な
り
。
因
り
て
其
の
金
本
子
の
幾
両
た
る
を
審
ら
か

こ
れ

に
す
る
な
り
。
此
六
月
上
旬
に
在
り
。

ひ
そ
か

其
の
十
三
日
、
片
瀬
員
長
、
書
を
以
て
僕
を
徴
し
密
に
語
っ
て
日
く
、

「
子
は
諸
生
に
領
袖
た
り
。
名
検
を
謹
ま
ず
。
事
皐
皮
に
聞
こ
ゆ
。
子



其
れ
退
塾
を
請
い
て
可
な
り
。
蓋
し
諸
生
の
塾
に
在
る
や
、
名
検
を
謹

ま
ざ
る
者
は
必
ず
自
ら
請
い
て
退
塾
せ
し
む
。
和
だ
配
て
公
な
ら
ず
。

然
る
に
之
に
罪
を
加
え
る
は
其
の
廉
恥
を
養
う
な
り
。
是
林
門
の
旧
例

た

て

ま

つ

ゆ

る

た
り
。
」
僕
は
乃
ち
即
日
退
呈
を
上
り
、
其
の
明
十
四
日
之
を
允
き

る
。
其
の
日
、
築
地
の
小
田
原
巷
に
寓
す
。
然
る
に
猶
日
に
林
氏
に
往

く
が
ご
と
し
。
足
下
の
帰
る
を
候
つ
な
り
。

(9) 

其
の
十
八
日
、
足
下
旅
服
粛
然
と
し
て
僕
を
僑
寓
に
問
う
。
僕
の
喜

ぴ
見
る
べ
き
な
り
。
足
下
回
く
、
「
某
日
甲
に
入
り
某
氏
を
訪
ね
、
語

る
に
事
情
を
以
て
す
。
某
日
く
『
十
金
を
中
元
前
に
、
十
金
を
中
元
後

に
贈
ら
ん
。
即
日
は
給
す
る
能
は
ず
。
」
是
に
於
い
て
甲
を
出
で
相
に

入
る
。
江
島
に
登
り
、
以
て
大
海
を
観
、
古
を
鎌
倉
に
探
り
、
勝
を
金

沢
に
聞
い
て
帰
る
。
某
医
生
を
訪
ね
o

均一町一比一日
u

即
時
一
詰
一
括
…
守
某
日
く
、

『
汝
、
事
測
ら
ざ
る
に
あ
り
。
速
や
か
に
去
れ
。
」
余
、
今
将
に
悠
然
と

し
て
往
か
ん
と
す
る
に
、
適
足
下
を
思
い
、
故
に
来
り
一
た
び
訪
ね

た
り
。
」
僕
日
く
、
「
別
れ
て
後
二
十
余
日
。
日
々
足
下
の
帰
る
を
望
む
。

た

と

ひ

い

い

め

縦
令
事
済
ま
ぎ
れ
ど
も
、
甲
を
出
で
相
を
出
で
、
心
を
賞
で
目
を
悦
ば

す
は
亦
甚
だ
し
か
ら
ず
や
。
若
し
事
、
一
た
び
敗
れ
ば
則
ち
足
下
僕
を

何
れ
の
地
に
置
く
や
。
」
且
日
く
、
「
中
元
前
後
、
二
十
金
果
し
て
得
べ

き
や
。
」
足
下
回
く
、
「
必
ず
得
ん
。
」
僕
日
く
、
「
然
ら
ば
則
ち
足
下
再

ぴ
甲
に
入
り
、
某
に
語
り
て
日
へ
、
『
此
の
事
甚
だ
急
な
り
。
万
一
金

を
得
ざ
れ
ば
累
は
他
人
に
及
ば
ん
。
中
元
前
後
に
至
ら
ば
則
ち
我
を
枯

魚
緯
に
求
め
よ
。
二
十
金
は
用
い
る
所
莫
し
と
難
も
今
幸
に
十
金
を
贈

れ
。
』
と
。
可
か
ざ
れ
ば
、
『
七
金
」
と
日
へ
。
又
可
か
ざ
れ
ば
、
「
五

金
」
も
亦
可
な
り
。
」
足
下
回
く
、
「
謹
み
て
諾
す
。
」
然
る
と
難
も
一

し
ん診

双
万
に
し
て
余
は
視
と
帯
子
の
み
。
余
乃
ち
外
套
を
脱
い
で
足
下
に

衣
せ
て
日
く
、
「
僕
は
則
ち
裳
有
り
。
可
な
り
。
」
足
下
回
く
、
「
身
に

一
銭
無
し
。
」
僕
時
に
困
る
こ
と
甚
だ
し
。
妻
子
と
同
に
仰
い
で
老
姑

を
晴
す
。
老
姑
の
食
作
は
薪
米
僅
か
に
給
せ
ら
る
。
何
ぞ
財
を
得
る
所

あ
ら
ん
。
空
橿
中
を
探
せ
ば
一
秒
衣
を
得
る
。
此
れ
阻
妻
の
読
濯
の
闘
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に
供
す
る
者
な
り
。
乃
ち
典
舗
に
送
り
、
南
鎌
一
片
を
得
て
、
足
下
に

属
し
て
日
く
、
「
甲
は
此
を
距
つ
る
こ
と
二
十
余
里
。
二
倍
の
行
な
り
。

こ

れ

ま

た

此
も
亦
足
ら
ん
。
速
か
に
去
れ
。
金
を
得
て
来
れ
。
」
足
下
諾
し
て
去

る。

)
 

ハ
Ul
 
(
 

僕
始
め
喜
色
有
り
て
日
く
、
「
我
今
連
累
を
免
る
る
を
知
る
。
」
屈
指

し
て
日
く
、
「
往
く
に
二
日
、
還
る
に
二
日
。
反
復
商
量
し
て
又
二
日

な
れ
ば
、
則
ち
足
ら
ん
。
廿
六
日
に
は
則
ち
来
ら
ん
。
」
而
し
て
来
ら

ざ
る
こ
と
二
千
五
百
日
。
忽
ち
使
書
来
り
、
責
め
ら
る
る
こ
と
良
に
至

れ
り
。
僕
、
体
弱
痩
の
人
な
り
。
識
ら
ず
、
足
下
の
い
わ
ゆ
る
豪
傑
な



る
者
、
大
丈
夫
な
る
者
は
果
し
て
此
の
如
き
か
。
此
は
姑
く
置
か
ん
。

)
 

1
i
 

1
i
 

(
 
別
れ
て
十
余
日
、
片
瀬
員
長
又
書
あ
り
て
僕
を
召
す
。
至
れ
ば
別
ち

申
・
え

祭
酒
の
令
を
伝
え
て
日
く
、
「
故
有
り
。
升
堂
の
籍
を
剛
ら
ん
。
吾
門

こ
れ

に
登
る
を
得
ず
。
」
此
其
れ
七
月
三
日
の
事
な
り
。
時
に
足
下
の
仮
り

る
所
の
書
、
未
だ
一
冊
の
弘
文
書
庫
に
入
る
者
有
ら
ず
。
員
長
日
く
、

「
之
を
慎
め
。
禍
は
猶
お
測
ら
ざ
る
が
ご
と
し
。
」
僕
其
の
故
を
問
ふ
。

答
へ
ず
し
て
入
る
。
僕
博
然
と
し
て
出
で
去
ん
ぬ
。
而
し
て
後
に
四
明
、

書
を
償
う
の
挙
起
り
ぬ
。
或
生
日
く
、
「
四
明
償
わ
ず
。
将
に
之
を
官

に
鳴
ら
す
に
盗
貨
従
事
を
以
て
せ
ん
と
す
。
」
或
生
日
く
、
「
和
泉
与
市
、

将
に
子
を
執
り
て
官
に
鳴
ら
さ
ん
と
す
。
」
僕
骨
警
胆
落
し
奈
何
と
も

す
る
べ
か
ら
ず
。

(12) 

ね
ん
ご
ろ

因
り
て
憶
ふ
。
客
歳
、
房
州
の
医
人
榎
本
某
、
懇
に
僕
を
其
の
郷

に
請
う
。
当
時
拒
ん
で
従
は
ず
。
然
る
と
難
も
彼
は
我
を
信
ず
る
者
な

り
。
我
往
き
て
主
た
ら
ざ
る
べ
か
ら
ず
。
而
し
て
、
堀
江
秀
輔
、
大
島

曽
益
も
榎
本
と
善
く
、
亦
僕
に
往
き
避
け
ん
こ
と
を
勧
む
。
其
の
九
日

を
以
て
身
を
百
子
船
に
寄
す
。
銭
は
得
べ
か
ら
ず
。
乃
ち
足
下
の
遣
す

ひ
き

所
の
鉄
扇
骨
一
把
を
脅
ぎ
、
僅
に
銭
一
百
五
十
文
を
得
る
。
老
姑
は

炭
斗
を
売
り
、
又
四
百
文
。
旅
装
略
弁
ず
。
此
間
四
五
日
、
昼
伏
し
て

夜
起
き
る
。
唯
人
を
見
る
を
恐
る
る
の
み
。
鼠
噛
猫
吟
も
亦
た
諜
一
卒
か

と
疑
う
。
鶴
一
映
風
声
、
皆
捕
手
を
驚
か
す
。
始
め
て
解
績
を
得
、
憂
憧

や
や

5

微
解
く
。
何
ぞ
や
。
員
長
の
禍
測
ら
ざ
る
の
言
、
四
明
の
盗
貨
従
事
の

説
。
之
を
し
て
然
ら
し
む
る
や
、
足
下
を
し
て
地
を
易
へ
僕
の
処
る
所

そ
も
そ
も

に
処
ら
し
む
れ
ば
、
則
ち
果
し
て
能
く
泰
然
と
口
口
せ
ん
か
、
抑
僕
を

怨
む
か
。

(13) 

お
も
む
ろ

房
に
在
る
こ
と
両
月
、
徐
に
友
生
の
書
を
得
る
。
因
り
て
足
下
の

典
書
は
悉
く
弘
文
書
庫
に
入
る
を
審
ら
か
に
す
。
皆
、
四
明
翁
経
営
の

力
な
り
。
感
慨
兼
ね
併
す
。
僕
、
而
る
後
、
桂
桔
の
免
、
首
領
の
保
を

知
る
な
り
。
然
る
と
難
も
点
汚
此
に
至
る
は
信
に
面
目
の
人
に
対
す
る

無
き
な
り
。
房
に
在
る
こ
と
三
年
、
時
に
一
見
問
及
す
る
者
は
、
唯
友

生
某
と
亀
田
鵬
斎
の
二
人
の
み
。
其
の
余
は
平
素
膝
漆
相
と
も
に
す
る

者
も
亦
皆
唾
し
て
之
を
去
り
、
歯
牙
の
聞
に
容
れ
ざ
る
は
何
ぞ
や
。
僕

既
に
点
汚
非
人
の
名
を
蒙
れ
ば
則
ち
其
れ
此
に
至
る
は
固
に
其
の
所
な

0
 

・nリ

(14) 

但
に
此
の
み
に
あ
ら
ず
。
初
め
祭
酒
、

僕
を
岩
邑
侯
に
薦
む
。
事
将

ひ
そ
か

に
成
ら
ん
と
す
。
僕
の
名
は
細
川
侯
に
籍
あ
り
て
、
僕
、
私
に
江
戸
に

遊
べ
ば
則
ち
岩
村
侯
の
僕
を
細
川
侯
に
請
え
ば
必
ら
ず
得
ざ
る
な
り
。

ひ
そ
か

2

故
に
員
長
を
し
て
細
川
侯
の
留
守
某
に
私
に
せ
し
め
て
日
く
、
「
若
し

祭
酒
を
し
て
侯
に
請
は
し
め
ば
則
ち
可
な
ら
ん
か
。
」
留
守
日
く
、
「
擬
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議
し
て
之
を
執
事
に
答
へ
ん
。
」
而
し
て
大
城
多
十
郎
な
る
者
、
熊
本

の
助
教
な
り
。
僕
を
召
し
告
げ
て
日
く
、
「
子
の
此
に
在
る
は
、
熊
本

の
士
知
ら
ざ
る
莫
し
。
我
将
に
子
を
侯
に
薦
め
ん
と
す
。
子
、
旧
稿
及

び
上
書
を
持
せ
よ
。
」
又
員
長
に
私
に
せ
し
め
て
日
く
、
「
祭
酒
の
退
蔵

を
請
う
を
辱
く
す
。
思
は
至
大
な
り
。
然
る
に
吾
将
に
吾
君
に
薦
め
ら

れ
ん
と
す
。
事
若
し
成
ら
ざ
れ
ば
、
則
ち
留
守
員
を
し
て
謹
み
て
之
を

執
事
に
復
さ
し
め
ん
。
」
事
決
す
る
は
本
年
八
九
月
の
み
。
此
の
事
は

其
の
春
に
在
り
。
足
下
の
悉
す
所
な
り
。
林
門
を
一
逐
さ
れ
、
此
の
事

任9
も
亦
た
己
み
ぬ
。
其
れ
誰
か
之
を
然
ら
し
む
る
や
。

其
の
後
、
江
戸
に
帰
る
や
、
困
若
窮
愁
は
士
行
の
知
る
所
な
り
。
復

た
畷
々
せ
ず
。
居
る
こ
と
一
年
に
し
て
林
門
の
籍
復
す
。
此
れ
固
に
喜

ぶ
べ
き
な
り
。
然
る
に
又
尤
も
傷
心
す
べ
き
こ
と
あ
り
。
僕
の
林
門
を

逐
は
る
る
の
数
月
、
事
は
郷
里
に
聞
こ
ゆ
。
或
は
日
く
、
「
林
氏
の
書

を
盗
む
な
り
。
」
或
は
日
く
、
「
刑
を
受
く
る
な
り
。
」
或
は
臼
く
、
「
亡

命
す
る
な
り
。
」
老
親
骸
惇
せ
り
。
侍
り
養
う
者
は
姉
一
人
な
り
。
百

方
に
定
信
を
求
め
て
山
海
三
百
里
な
る
も
得
る
べ
か
ら
ず
。
時
に
里
人

の
流
れ
て
江
戸
に
在
る
者
有
り
。
之
を
し
て
物
色
せ
し
む
る
こ
と
二
年
。

亦
た
得
、
ざ
る
な
り
。
而
し
て
二
親
は
愁
思
し
、
老
病
日
に
侵
さ
れ
、
奄

然
と
し
て
逝
く
。
而
れ
ど
も
僕
知
ら
ざ
る
な
り
。
其
の
明
年
始
め
て
籍

を
林
門
に
復
す
。
而
し
て
信
を
熊
本
に
寄
せ
、
方
に
始
め
て
僕
を
物
色

す
る
者
に
逢
い
問
へ
ば
則
ち
云
ふ
、
「
始
め
老
親
、
大
城
子
の
教
を
得

て
、
帰
る
に
日
有
る
を
望
む
。
忽
然
と
し
て
凶
信
を
得
、
遂
に
以
て
起

た
ざ
る
に
至
る
。
」
鳴
呼
、
老
親
を
し
て
含
岨
し
、

一
日
の
眉
を
開
く

能
わ
ざ
ら
し
む
。
固
に
僕
、
名
検
の
致
す
所
を
謹
ま
ず
。
而
し
て
足
下

ま

た

こ

の

い

た

も
亦
畳
に
此
聞
に
造
る
無
き
を
得
ん
や
。

(16) 

又
尤
も
恨
む
可
き
こ
と
あ
り
。
房
に
在
る
時
、
足
下
の
典
書
、
尽
く

弘
文
書
庫
に
入
る
を
聞
く
。
皆
四
明
翁
経
営
の
力
な
り
。
而
る
に
三
年

一
日
僕
の
門
に
突
入
し
、
盗
を
以
て
僕
を
呼

ぶ
。
僕
服
さ
ず
。
与
市
日
く
、
「
向
に
子
の
筆
叢
一
部
を
典
す
る
に
、

前
、
和
泉
与
市
な
る
者
、

而
し
て
四
明
先
生
僕
を
召
し
て
日
く
、
『
此
れ
弘
文
の
書
な
り
。
彼
二

ひ
そ
か

人
は
、
私
に
之
を
汝
に
典
す
。
汝
速
や
か
に
持
ち
来
れ
。
」
我
日
く
、

「
其
の
本
子
を
求
め
ん
。
」
先
生
日
く
、
「
此
の
盗
貨
、
速
か
に
持
ち
来

ら
ざ
れ
ば
、
将
に
之
を
官
に
鳴
ら
し
、
以
て
汝
に
取
ら
ん
。
』
我
巳
む

を
得
ず
、
之
を
先
生
に
附
す
。
今
に
し
て
子
を
得
る
。
是
れ
盗
を
得
る

な
り
。
子
、
本
子
を
合
し
て
我
に
償
は
ざ
れ
ば
、
我
将
に
盗
を
以
て
官

に
鳴
ら
さ
ん
と
す
。
」
家
主
の
名
を
聞
い
て
去
る
。
僕
時
に
猶
窮
す
。

計
の
出
す
所
無
し
。
乃
ち
日
用
講
書
の
無
き
べ
か
ら
ざ
る
者
数
部
を
売

こ
れ

り
て
之
を
償
ふ
。
此
士
行
の
知
る
所
な
り
。
又
士
行
に
託
し
て
一
た
び

-382-



之
を
四
明
に
鳴
ら
す
。
起
卿
に
至
り
て
は
則
ち
僕
の
為
に
往
き
て
与
市

な
る
者
に
説
け
り
。
常
盤
門
典
舗
に
至
り
て
は
則
ち
僕
、
本
子
を
附
し

そ
も
そ
も
ま
た

て
其
の
書
を
取
る
を
知
ら
ざ
る
か
、
抑
亦
盗
貨
を
以
て
従
事
す
る
か
。

、
』
ま
由

夫
れ
盗
貨
を
以
て
従
事
す
れ
ば
、
彼
手
を
扶
き
て
其
の
書
を
附
せ
ば
、

そ

も

そ

も

ま

た

き

抑
亦
幸
な
り
。
彼
可
か
ず
し
て
之
を
官
に
鳴
ら
せ
ば
別
ち
足
下
亡
命

し
て
往
く
所
を
知
ら
ず
。
而
る
に
僕
は
尚
府
中
に
在
り
。
或
は
房
州
に

在
り
。
人
知
ら
ざ
る
な
し
。
捕
手
遅
卒
も
僕
量
に
辞
す
る
を
得
ん
や
。

時
垂
楚
拷
問
も
僕
山
豆
に
避
く
る
を
得
ん
や
。
此
れ
其
の
勢
の
必
ず
至
る
所

な
り
。
今
日
に
至
ら
ず
し
て
知
る
な
り
。
足
下
三
月
桑
名
の
約
違
い
て

知
る
な
ら
ん
。
五
月
甲
に
入
る
の
言
語
な
ら
ず
し
て
知
る
。
六
月
再
び

そ
む

甲
に
入
る
の
挙
、
葉
い
て
知
る
な
ら
ん
。
僕
の
身
を
全
う
し
て
今
に
至

る
こ
と
、
抑
亦
た
天
の
幸
な
ら
ん
。

(1司

而
し
て
足
下
の
僕
を
此
に
陥
す
は
、
恐
ら
く
之
を
顧
み
ず
。

は
則

ち
甲
を
出
で
相
に
入
り
、
江
島
鎌
倉
金
沢
の
心
を
賞
で
目
を
悦
ば
す
。

二
は
則
ち
依
々
然
興
々
然
と
し
て
駿
に
入
り
遠
に
入
り
京
師
に
入
る
。

皐
比
に
坐
し
て
道
塞
を
講
じ
て
歳
月
の
久
し
き
も
、
寸
簡
の
隻
字
も
亦

申

波
及
せ
ざ
れ
ば
、
則
ち
足
下
の
僕
を
視
る
こ
と
猶
塗
人
の
如
か
ざ
る
が

ご
と
し
。
僕
の
情
義
は
山
一
旦
に
絶
え
ず
し
て
恨
み
深
か
ら
ざ
ら
ん
や
。
仮

印
の
言
に
至
り
て
は
僕
実
に
之
を
士
行
・
起
卿
に
語
る
。
足
下
の
責
む

る
所
も
良
に
是
れ
な
り
。
然
る
と
雄
も
亦
寛
を
負
い
屈
を
抱
き
、
自
ら

は
之
を
明
ら
か
に
言
う
能
は
ず
。
当
時
自
ら
謂
ひ
足
下
之
を
受
く
。
亦

以
て
自
ら
甘
ん
じ
る
は
何
ぞ
や
。
僕
を
し
て
単
独
一
身
足
下
の
知
く
孤

雲
醸
転
せ
し
む
れ
ば
、
何
の
天
か
加
め
ざ
ら
ん
。
其
れ
則
ち
寛
を
負
い

屈
を
抱
く
は
固
に
言
う
に
足
ら
ず
。
足
下
の
罪
は
自
ら
居
る
も
亦
何
の

辞
か
之
有
ら
ん
。
家
に
累
有
り
。
寒
を
号
し
て
飢
を
呼
ぶ
。
此
を
携
え

て
何
く
に
往
か
ん
。
僕
の
交
友
は
都
下
に
満
つ
。
其
れ
視
る
こ
と
同
抱

H
υ
L
L
 

の
知
き
者
、
十
数
人
を
下
ら
ず
。
一
た
び
林
門
を
逐
わ
れ
て
よ
り
、
皆

視
る
こ
と
臭
穣
の
近
づ
く
べ
か
ら
ざ
る
が
如
し
。
之
に
塗
に
遇
え
ば
則

ち
背
き
て
之
を
過
ぐ
。
此
の
時
に
当
り
、
能
く
僕
を
泥
塗
の
中
よ
り
振

一
に
士
行
の
み
。
次
い
で
起
卿
を
得
。
此
の
二
人
は
猶

援
す
る
者
は
、

且
つ
僕
を
疑
う
の
色
有
る
が
ご
と
け
れ
ば
、
則
ち
僕
の
自
ら
明
ら
か
に

す
る
所
の
者
も
偶
然
に
是
よ
り
出
ず
る
の
み
。

(18) 

足
下
既
に
巳
に
僕
を
実
口
に
陥
せ
ば
、
則
ち
其
の
虚
名
の
、
五
口
一
一
一

の
朋
友
に
お
け
る
も
亦
何
ぞ
辞
す
る
を
得
ん
や
。
然
し
て
足
下
の
僕
を

そ

し

こ

こ

1
け
だ

誇
る
こ
と
此
に
至
る
は
、
蓋
し
八
年
前
の
情
状
を
怨
む
の
み
。
八
年
後

の
情
事
を
怨
ま
ざ
る
の
み
。
足
下
閑
処
に
静
坐
し
、
当
日
の
情
状
を
思

へ
。
又
時
に
士
行
を
引
き
て
八
年
後
の
情
事
を
問
へ
。
之
を
否
む
に
此

の
口
の
言
う
所
を
以
て
す
れ
ば
、
則
ち
必
ず
僕
を
魯
む
る
に
足
ら
ず
し
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か

へ

あ

は

れ

て
、
反
っ
て
以
て
僕
を
潤
む
に
足
る
者
に
し
て
、
僕
を
潤
む
に
足
ら
ず

し
て
反
て
以
て
自
ら
魯
む
に
足
る
者
有
ら
ん
。
此
僕
の
嘆
辞
費
し
て
己

申

え

ん

ま
ざ
る
所
以
な
り
。

同

足
下
の
書
に
又
、
僕
、
罪
を
足
下
に
託
し
、
以
て
自
ら
林
門
の
籍
に

復
し
、
而
し
て
此
に
解
褐
す
、
と
云
え
ば
、
則
ち
又
弁
ぜ
ざ
る
べ
か
ら

ざ
る
な
り
。
始
め
僕
の
江
戸
に
帰
る
や
、
起
卿
を
士
行
の
宅
に
見
る
。

ま
み

起
卿
側
然
と
し
て
僕
の
窮
を
倒
み
、
僕
を
し
て
其
の
師
高
井
某
に
見
え

し
む
。
某
、
僕
を
其
の
君
に
進
む
。
而
し
て
其
の
君
に
旧
儒
員
有
り
。

増
す
を
得
ず
。
是
に
於
い
て
某
は
乃
ち
僕
を
医
名
に
し
て
儒
行
な
ら
し

す
す
む

2

む
。
勲
禄
の
日
有
る
に
及
ん
で
、
僕
の
進
に
聞
す
る
者
有
り
て
日
く
、

「
此
れ
林
門
を
逐
は
る
る
者
な
り
。
其
れ
必
ず
善
良
に
非
ざ
る
な
り
。

何
ぞ
試
み
に
林
公
に
聞
は
ぎ
ら
ん
。
」
某
、
乃
ち
僕
に
語
る
。
僕
乃
ち

某
生
を
し
て
窃
か
に
林
公
に
請
わ
し
む
。
公
日
く
、
「
退
蔵
惜
し
む
べ

し
。
儒
名
に
し
て
医
行
な
ら
吾
門
の
復
も
猶
望
む
べ
し
。
医
名
に
し
て

儒
行
は
此
れ
自
ら
吾
門
を
絶
つ
な
り
。
」
僕
因
り
て
堀
江
秀
輔
に
就
い

て
林
公
に
請
う
。
書
詞
甚
だ
簡
に
し
て
有
司
き
か
ず
。
秀
輔
乃
ち
意
を

み

承
け
て
草
を
起
こ
す
。
其
の
詞
は
則
ち
士
行
の
自
ら
陪
る
所
に
し
て
、

猶
蔵
し
て
俵
笥
に
在
り
。
口
之
士
行
、
其
の
間
量
に
一
語
の
罪
を
足
下

に
託
し
て
以
て
自
ら
免
る
る
有
ら
ん
や
。
又
況
や
僕
の
罪
、
退
塾
の
時

に
定
ま
り
て
、
連
累
の
坐
は
刊
籍
の
日
に
定
ま
れ
ば
、
則
ち
コ
一
年
の
後

を
待
ち
て
士
行
・
起
卿
に
語
れ
ば
、
以
て
罪
を
足
下
に
託
す
る
も
亦
、

い

わ

ゆ

る

ま

た

果
し
て
得
ん
や
。
其
れ
所
謂
罪
を
託
す
る
と
は
、
僕
も
亦
典
書
す
る
を

云
わ
ざ
る
か
。
僕
、
固
に
書
を
典
す
。
但
し
典
に
随
い
て
償
に
随
え
ば

則
ち
典
書
の
跡
い
ず
安
く
に
在
ら
ん
。
今
は
則
ち
悔
い
る
と
難
も
亦
少

年
の
卒
気
の
み
。
敢
て
一
人
を
果
せ
ず
。
敢
て
其
の
期
を
失
せ
ず
ん
ば

則
ち
之
に
加
え
る
に
其
の
名
を
以
て
す
る
も
亦
得
る
べ
か
ら
ざ
る
な
り
。

山
豆
に
足
下
の
如
く
計
窮
ま
り
術
尽
き
て
、
其
の
発
覚
す
る
に
至
れ
ば
則

ち
脱
然
と
し
て
之
を
去
り
、
累
、
他
人
に
及
ぼ
さ
ん
や
。

白。

之
を
要
す
る
に
、
足
下
の
責
む
る
所
は
罪
を
託
し
て
以
て
免
る
る
に

在
り
。
而
し
て
僕
の
恨
む
所
は
則
ち
累
に
坐
し
て
刊
籍
に
至
る
に
在
る

お

も

へ

ら

く

た

め

の
み
。
且
足
下
以
為
僕
の
復
籍
は
利
の
為
に
し
て
之
を
為
す
か
と
。

我
を
生
む
者
は
母
。
我
を
教
え
我
を
養
う
者
は
林
氏
な
り
。
十
五
に
し

て
郷
を
出
、
十
八
に
し
て
学
に
入
り
、
今
に
至
る
ま
で
十
五
年
。
大
な

れ
ば
則
ち
講
習
討
論
し
以
て
我
が
有
を
溶
す
。
小
な
れ
ば
則
ち
起
居
息

食
し
以
て
其
の
身
を
養
う
。
思
は
至
大
な
り
。
義
は
至
深
な
り
。
一
旦
、

詩
の
誤
り
を
以
て
逐
は
る
れ
ば
則
ち
僕
の
復
を
請
う
は
人
の
至
情
な
り
。

然
ら
ざ
れ
ば
則
ち
医
名
を
以
て
某
君
に
仕
へ
ん
。
何
ぞ
必
ず
し
も
潤
身

の
禄
を
辞
せ
ん
や
。
市
し
て
窮
餓
を
六
年
の
久
し
き
に
踏
む
に
お
い
て
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を
や
、
今
の
此
に
解
褐
す
る
も
桝
林
公
の
僕
の
一
折
し
て
麓
は
ざ
る
を

憐
む
な
り
。
又
何
ぞ
罪
を
足
下
に
託
さ
ん
や
。
但
、
人
、
僕
に
問
ふ
に

当
時
受
講
の
状
を
以
て
す
る
者
有
り
。
則
ち
僕
、
之
に
答
へ
て
日
く
、

「
退
塾
の
罪
は
僕
の
自
ら
致
す
所
に
し
て
刊
籍
の
累
は
則
ち
足
下
に
坐

こ
れ

す
る
な
り
。
是
実
録
な
り
。
」
但
、
僕
の
人
に
答
ふ
る
に
是
を
以
て
す

る
の
み
な
ら
ざ
る
な
り
。
林
公
の
、
寡
君
の
世
子
に
答
ふ
る
も
れ
れ
限
の

如
き
の
み
c

足
下
何
ぞ
自
ら
思
わ
ざ
ら
ん
や
。
若
し
当
時
、
桑
名
の
人

そ
む

の
約
違
は
ず
、
郡
内
の
言
説
か
ざ
れ
ば
則
ち
僕
の
罪
は
退
塾
に
止
ま
る
。

而
し
て
足
下
と
の
情
義
も
旧
の
如
し
。
首
丘
の
仕
も
得
る
べ
し
。
父
母

う
れ
え

岨
を
含
ま
ず
し
て
地
に
入
る
。
盗
書
の
名
も
受
け
ず
。
窮
苦
困
迫
七

そ
む

年
の
久
し
き
に
至
ら
ず
。
桑
名
の
約
違
に
し
て
郡
間
の
言
葉
く
を
以
て
、

け
ず

僕
の
居
住
進
退
、
為
す
べ
か
ら
ざ
る
に
至
る
。
而
し
て
林
門
の
籍
刊
ら

る
。
林
門
の
籍
刊
ら
れ
て
首
正
の
仕
も
得
る
べ
か
ら
ず
。
父
母
岨
を
含

ん
で
地
に
入
る
。
僕
、
盗
書
の
名
を
此
都
に
受
く
。
而
し
て
悪
声
遠
く

三
百
里
の
外
に
及
ぶ
。
之
に
加
え
て
窮
苦
困
迫
七
年
の
久
し
き
を
以
て

わ
す

す
。
然
る
に
猶
故
旧
遺
れ
ず
。
士
行
に
託
し
て
以
て
声
を
足
下
に
致
すお

と

こ
と
、
此
れ
僕
の
猶
情
義
を
足
下
に
尽
す
な
り
。
而
し
て
足
下
僕
を
陥

し
て
此
に
至
れ
ば
、
則
ち
情
義
の
絶
ゆ
る
者
は
、
実
は
足
下
の
自
ら
絶

つ
る
所
に
し
て
、
又
何
ぞ
僕
を
責
め
る
に
情
義
己
に
絶
ゆ
る
の
言
を
以

て
す
る
や
。

(21) 

聞
く
。
五
ロ
藩
の
権
門
右
族
は
皆
足
下
の
弟
子
な
り
。
大
夫
河
野
子
に

至
り
て
は
則
ち
政
に
従
ふ
に
足
下
に
謀
る
を
以
て
す
る
に
至
る
。
甚
だ

幸
い
な
り
甚
だ
幸
い
な
り
。
僕
の
新
た
に
此
に
仕
ふ
る
や
、
蹄
抱
恋
々
。

既
に
巳
に
中
山
君
を
し
て
曹
丘
生
を
数
百
里
の
外
に
走
ら
し
む
る
な
り
。

お
は

固
に
願
ふ
所
な
り
。
然
る
に
人
の
浮
沈
得
喪
は
天
既
に
安
排
し
了
ん
ぬ
。

敢
て
請
ふ
に
非
ず
。
唯
足
下
の
情
義
如
何
に
あ
る
の
み
。
刊
籍
復
籍
は
、

両
ら
林
氏
升
堂
の
籍
に
録
さ
れ
て
大
郷
金
蔵
之
を
掌
る
。
盗
名
を

負
い
狼
狽
し
て
房
に
向
ふ
は
、
大
島
と
堀
江
実
に
之
を
知
る
。
盗
を
以

た
め

て
罵
せ
ら
る
る
は
、
足
下
の
為
に
自
ら
償
う
者
に
し
て
、
起
卿
・
士
行

倶
に
之
を
知
る
。
始
め
答
書
を
裁
し
言
、
つ
を
欲
せ
ざ
る
も
此
に
至
る
や
、

の

こ

ま

た

の

足
下
の
責
む
る
所
余
力
を
遺
さ
ず
ん
ば
、
則
ち
僕
も
亦
自
ら
陳
べ
ざ
る

を
得
ず
し
て
此
に
至
る
な
り
。
然
る
と
難
も
、
足
下
の
在
る
は
、
子
を

揚
げ
て
、
何
ぞ
嘗
て
意
は
僕
を
陥
す
に
有
ら
ん
や
。
窮
乏
の
極
み
に
計

違
い
て
謀
語
る
。
僕
を
し
て
如
し
云
々
せ
し
む
る
の
み
な
ら
ば
、
若
し

其
れ
好
意
を
以
て
加
え
ら
る
れ
ば
、
則
ち
僕
何
ぞ
足
下
を
拒
ま
ん
や
。

(22) 

足
下
幸
い
に
之
を
思
へ
。

こ
の

1

此
書
は
必
ず
し
も
士
行
の
之
を
見
る
を
求
め
ず
、
又
必
ず
し
も
之
を

水
火
に
投
ぜ
ざ
れ
。
僕
の
窮
餓
焚
溺
の
際
に
あ
り
て
、
足
下
を
し
て
罪



を
一
一
一
の
友
朋
に
得
さ
し
む
る
こ
と
も
亦
菟
を
負
い
屈
を
抱
き
自
ら
明

ら
め
る
能
は
ず
し
て
然
る
の
み
。
其
れ
相
厄
す
る
に
至
れ
ば
則
ち
一
な

り
。
足
下
の
責
む
る
所
は
僕
謹
み
て
之
を
受
く
。
足
下
も
亦
以
て
自
ら

か

え

り

み

る

よ

み

が

え

否
を
反
べ
し
。
僕
の
窮
餓
は
、
今
は
則
ち
少
し
く
蘇
れ
り
。
而
し

て
足
下
猶
窮
す
る
と
難
も
、
皐
皮
に
坐
し
道
義
を
講
ず
。
策
を
執
り
業

を
請
ふ
者
、
門
に
相
継
げ
ば
、
則
ち
束
修
の
入
も
亦
以
て
略
給
す
る
な

り
。
足
下
の
罪
を
一
一
一
の
友
朋
に
得
る
は
、
今
は
則
ち
略
明
ら
か
な
り
。

而
し
て
僕
の
寛
を
負
い
屈
を
抱
く
も
亦
以
て
少
伸
を
得
る
な
り
。
僕
、

今
は
則
ち
衰
薄
甚
だ
し
。
髪
の
烏
な
る
者
巳
に
五
茎
七
茎
の
白
有
る
な

り
。
而
し
て
児
の
名
、
文
な
る
者
も
亦
己
に
小
学
の
師
に
就
け
ば
、
則

ち
足
下
も
亦
以
て
老
い
た
り
。
交
友
落
口
。
甚
一
口
。
足
下
も
亦
嚢
時

お
の
お
の
も
と

の
少
年
の
楽
有
る
や
。
各
旧
の
好
意
相
加
ふ
れ
ば
、
則
ち
八
年
前
の

松
某
の
み
。
八
年
前
の
津
某
の
み
。
情
義
の
絶
も
亦
以
て
続
く
べ
し
。

而
し
て
書
跡
往
来
し
、
或
は
旧
情
を
叙
べ
或
は
新
得
を
証
す
。
時
に
又

幅
巾
野
服
に
て
僕
を
隅
田
の
上
に
見
ん
。
事
に
因
り
て
西
上
す
れ
ば
、

足
下
を
洛
水
の
犀
に
陪
せ
ん
。
則
ち
其
れ
楽
た
る
こ
と
も
亦
宣
に
八
年

前
の
比
な
ら
ん
や
。
阪
僕
の
願
う
所
な
り
。
敢
て
請
は
ざ
る
の
み
。
僕
、

今
、
名
は
明
復
。
単
に
復
字
を
挙
ぐ
。
字
は
希
孫
。
向
に
房
山
に
在
る

時
、
景
仰
す
る
所
有
り
て
之
を
易
へ
た
り
。
肝
胆
裂
辱
の
如
き
足
下
の

(23) 

書
、
黙
し
て
其
の
罪
を
受
け
る
能
は
ず
。
憧
恐
無
地
。
閏
月
十
六
日
、

益
城
の
復
、
白
す
。

不
宣

奪
な
り
。
疾
病
事
故
、
陸
続
と
相
ふ
。
因
り
て
裁
報
今
に
至
る
。
深
く

お
の
お
の

情
僚
を
以
て
す
る
の
み
。
惟
恕
を
祈
る
。
学
術
の
論
は
各
見
る
所
有

り
て
、
外
物
の
口
所
に
在
る
に
非
ず
。
沢
九
を
以
て
足
下
を
称
す
る
は
、

し

み

だ

足
下
今
、
時
に
表
徳
の
何
た
る
を
識
ら
ず
、
漫
り
に
姓
号
一
字
を
挙
ぐ

る
な
り
。
松
崎
退
蔵
は
旧
の
如
し
。
向
に
士
行
の
書
中
に
寄
す
。
四
月

八
日
脱
稿注

)
 

咽

a
i(
 

山
辺
士
行
、
憐
堂
の
友
人
。
伝
未
考
。

2 

返
信
。

(2) 
寛
政
五
年
(
一
七
九
三
)

2 

井
上
蘭
蓋
の
子
、
四
明
。
文
政
二
年
に
九
七
歳
で
没
す
。
蘭
蓋
は
か

っ
て
享
保
年
間
に
林
鳳
岡
(
第
三
代
大
学
頭
)
の
も
と
、
官
庫
の
図
書

口。



整
理
に
尽
力
し
た
経
歴
が
あ
り
、
学
は
必
ず
し
も
宋
学
に
よ
ら
ず
、
門

人
に
井
上
金
授
が
あ
り
、
後
に
山
本
北
山
・
大
田
錦
城
等
の
考
謹
学
的

学
風
を
生
ん
だ
。
憐
堂
も
服
部
氏
も
と
も
に
井
上
回
明
宅
に
出
入
り
し

て
い
た
。
林
氏
塾
へ
の
入
塾
も
井
上
氏
の
介
を
経
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
。

3 

大
き
な
わ
ざ
わ
い
。
こ
れ
よ
り
そ
の
一
部
始
終
を
説
明
す
る
の
で
あ

る
が
、
あ
く
ま
で
も
自
分
の
責
任
で
あ
っ
て
服
部
氏
と
相
い
謀
っ
て
為

し
た
こ
と
で
は
な
い
と
主
張
す
る
。

(3) 

し

ち

く

さ

し

ち

典
・
質
、
と
も
に
質
草
と
し
て
質
に
入
れ
る
こ
と
。
質
屋
を
典
舗
と

言
っ
た
。

2 

服
部
氏
は
林
家
の
蔵
書
(
弘
文
)
を
ひ
と
ま
ず
借
り
て
質
の
種
と
し

た
。
勿
論
す
ぐ
に
と
り
戻
す
つ
も
り
で
あ
っ
た
の
だ
ろ
う
が
、
保
証
人

と
な
る
人
が
い
な
か
っ
た
の
で
、
憐
堂
に
そ
の
役
を
お
願
い
し
た
の
で

あ
る
。

3 

桑
名
藩
、
そ
の
江
戸
藩
邸
に
出
入
り
し
て
い
た
の
で
あ
ろ
う
。

4 

す
な
わ
ち
寛
政
六
年
の
年
末
。

5 

明
の
何
措
に
よ
る
「
詩
経
」
の
注
釈
書
。
内
閣
文
庫
に
明
崇
禎
一
四

6 
年
序
刊
本
が
あ
る
。
大
部
二
五
冊
で
あ
る
。

さ
ま
ざ
ま

宋
の
左
査
の
編
に
な
る
種
々
な
内
容
か
ら
な
る
書
物
を
集
め
た
叢
書
。

内
閣
文
庫
に
明
弘
治
一
四
年
序
刊
本
が
あ
る
。
三
十
巨
冊
で
あ
る
。
林

家
の
蔵
書
は
概
ね
内
閣
文
庫
に
ひ
き
継
が
れ
て
い
る
か
ら
或
は
そ
の
も

の
で
あ
る
か
も
知
れ
な
い
。
ま
た
、
明
版
の
巨
冊
で
あ
る
か
ら
金
額
も

相
当
な
も
の
と
想
像
さ
れ
る
。

(4) 
す
な
わ
ち
寛
政
七
年
(
一
七
九
五
)

の
正
月
。

2 

寄
園
寄
所
寄
は
清
の
越
吉
士
が
輯
録
し
た
説
話
の
書
名
。
十
二
巻
。

3 

筆
叢
は
明
の
胡
応
麟
の
編
に
な
る
叢
書
の
名
。

(5) 
甲
斐
の
園
、
今
の
山
梨
県
。

2 

貨
財
を
司
る
人
。

(6) 
同
じ
く
寛
政
七
年
。

2 

市
野
迷
庵
、
明
和
二
年
j
文
政
九
年
(
一
七
六
五
j

一
八
二
六
)
、

様
堂
の
友
人
で
蔵
書
家
、
校
勘
家
。
「
正
平
版
論
語
」
を
覆
刊
、
校
異

を
作
製
し
た
。

3 

質
草
の
書
物
を
と
り
戻
す
こ
と
。
こ
の
時
点
で
、
懐
堂
は
自
ら
の
責

任
で
為
し
た
借
金
を
清
算
し
た
。
か
く
し
で
、
五
月
二
七
日
に
服
部
氏

は
金
策
の
為
に
旅
立
っ
た
。
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(7) 
林
家
の
蔵
書
の
虫
ぼ
し
。
点
検
を
す
る
機
会
で
も
あ
る
。

2 

様
堂
は
服
部
氏
を
か
ば
い
、
旅
よ
り
帰
れ
ば
必
ず
書
物
を
返
上
し
に

参
る
で
あ
ろ
う
と
弁
解
し
た
が
、
書
吏
は
厳
格
で
あ
っ
た
。

3 

万
屋
某
の
質
に
つ
い
て
は
保
証
人
に
な
っ
て
い
な
い
の
で
不
明
で
あ

る

(8) 
寛
政
七
年
六
月
十
三
日
。
林
塾
の
執
事
か
ら
厳
重
な
注
青
芋
」
受
け
た
。

服
部
氏
の
質
入
れ
の
保
証
人
と
な
っ
た
こ
と
に
対
し
て
で
あ
る
。
こ
れ

は
憐
堂
自
ら
が
林
家
の
蔵
書
を
貸
出
し
て
質
草
に
し
た
と
同
等
の
罪
と

見
倣
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
即
ち
、
六
月
十
四
日
退
塾
の
願
い
を
出
さ
せ

ら
れ
、
受
理
さ
れ
る
こ
と
と
な
っ
た
。

(9) 
陰
暦
七
月
十
五
日
。

2 

相
は
相
模
の
因
。
今
の
神
奈
川
県
。

3 

金
沢
八
景

4 

退
塾
の
憂
き
目
に
遭
い
な
が
ら
、
服
部
氏
の
朗
報
に
明
る
い
期
待
を

持
っ
て
い
た
が
、
結
果
は
不
成
功
、
そ
れ
ば
か
り
で
な
く
観
光
旅
行
を

た
の
し
ん
で
来
た
と
あ
っ
て
、
憐
堂
も
立
腹
こ
の
上
な
い
様
子
で
あ
っ

た。

5 

枯
魚
津
は
ひ
も
の
を
売
る
庖
。
中
元
ま
で
待
っ
て
い
た
ら
ひ
か
ら
ぴ

て
し
ま
う
、
と
。

6 

診
は
ひ
と
え
。
視
は
し
た
ば
か
ま
。
帯
子
は
お
び
。
外
套
を
与
え
、

更
に
金
銭
も
与
え
て
、
金
策
に
走
る
よ
う
に
せ
か
し
た
の
で
あ
る
。

7 

妻
の
衣
で
洗
濯
の
着
が
え
用
の
も
の
も
質
に
い
れ
て
南
錬
(
上
質
の

銀
貨
)
を
得
、
服
部
氏
に
与
え
た
。

)
 

A
U
 

--(
 

寛
政
七
年
の
六
月
十
八
日
に
旅
か
ら
戻
っ
た
服
部
氏
に
、
再
び
旅
に

出
る
こ
と
を
要
請
し
、
六
日
も
あ
れ
ば
往
復
で
き
る
だ
ろ
う
か
ら
、
六

月
の
二
六
日
に
は
一
民
っ
て
こ
ら
れ
る
は
ず
だ
、
と
思
っ
た
の
で
あ
る
が
、

結
局
そ
れ
っ
き
り
音
沙
汰
が
な
く
、
七
年
余
り
も
経
過
し
た
享
和

三
年
の
頃
に
な
っ
て
よ
う
や
く
手
紙
が
届
い
た
の
で
あ
っ
た
。
し
か
も

逆
に
憤
堂
は
手
紙
の
中
で
責
め
ら
れ
て
し
ま
っ
た
の
で
あ
る
。

)
 

句

E
A

1
E
L
 

(
 

寛
政
七
年
の
七
月
三
日
に
憐
堂
は
林
門
を
除
籍
さ
せ
ら
れ
て
し
ま
っ

た。

2 

憐
堂
が
仮
り
た
わ
け
で
は
な
い
の
で
あ
る
が
、
共
犯
と
見
な
さ
れ
た

の
で
あ
ろ
う
。
憐
堂
に
は
納
得
が
い
か
な
か
っ
た
。
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3 

井
上
回
明
は
、
書
を
と
り
戻
す
ど
こ
ろ
か
、
憐
堂
を
盗
み
の
罪
で
訴

え
よ
う
と
し
て
い
る
、
と
噂
す
る
者
も
あ
っ
た
。
又
、
和
泉
与
市
が
様

堂
を
訴
え
出
ょ
う
と
し
て
い
る
と
い
う
噂
も
あ
っ
た
。

ω 
寛
政
七
年
の
七
月
九
日
。

2 

ア
イ
ロ
ン
。

3 

小
さ
な
音
も
自
分
を
捕
ら
え
る
兵
の
音
か
と
思
っ
て
し
ま
う
。

4 

出
帆
。

5 

片
瀬
員
長
が
、
禍
は
は
か
り
知
れ
な
い
ぞ
と
言
っ
た
言
葉
、
井
上
四

明
が
自
分
を
訴
え
よ
う
と
し
て
い
る
と
い
う
噂
、

一
体
全
体
、
ど
う
い

つ
事
な
の
だ
ろ
う
か
。

(13) 
感
激
と
感
慨
の
念
が
入
り
混
じ
る
。

2 

極
刑
を
ま
ぬ
か
れ
る
こ
と
。

3 

寛
政
七
年
か
ら
十
年
に
か
け
て
。

4 

宝
暦
二
年
j
文
政
九
年
(
一
七
五
二
j

一
八
二
六
)
井
上
金
義
(
蘭

台
の
子
)

の
弟
子
。
詩
文
や
書
で
も
著
名
な
儒
者
。

5 

友
人
に
も
相
手
に
さ
れ
な
く
な
っ
た
の
は
、
汚
名
を
得
て
し
ま
っ
た

の
だ
か
ら
仕
方
が
な
い
が
、
わ
ざ
わ
い
は
そ
れ
だ
け
で
は
な
か
っ
た
。

仕心
林
述
斎
、
第
八
代
大
学
頭
。

2 

憐
堂
の
招
特
に
関
し
て
、
岩
村
侯
が
直
接
細
川
侯
に
頼
む
よ
り
も
、

述
斎
に
頼
ん
で
も
ら
っ
た
方
が
良
い
の
で
は
な
い
か
、
と
。
そ
れ
に
対

し
て
細
川
侯
の
留
守
人
は
聞
い
て
み
ま
し
ょ
う
。
と
い
う
こ
と
に
な
っ

た
。
と
こ
ろ
が
今
度
は
、
熊
本
藩
に
仕
え
る
べ
き
で
、
侯
に
推
薦
し
て

み
よ
う
と
い
う
声
も
出
て
き
た
の
で
あ
る
。

3 

そ
こ
で
ま
ず
細
川
侯
に
仕
え
る
可
否
を
待
っ
て
、
も
し
そ
れ
が
否
で

あ
れ
ば
け
も
う
一
度
林
塾
を
通
じ
て
岩
村
侯
の
話
を
進
め
て
も
ら
え
な

い
だ
ろ
う
か
と
片
瀬
員
長
に
相
談
し
た
の
で
あ
る
。

4 

寛
政
七
年
の
八
・
九
月
頃
に
は
結
論
が
出
る
は
ず
で
あ
っ
た
が
、
そ

の
七
月
に
林
門
を
除
籍
に
な
っ
て
し
ま
っ
て
は
当
然
沙
汰
止
み
に
な
っ

て
し
ま
っ
た
の
で
あ
る
。

(15) 
房
総
に
帯
在
し
た
の
が
三
年
で
あ
る
か
ら
寛
政
十
年
頃
に
江
戸
に
一
民

り
、
そ
の
後
一
年
経
っ
て
、

で
あ
る
か
ら
寛
政
十
一
年
頃
に
復
籍
が
成
つ

た
と
考
え
ら
れ
る
。
そ
の
問
、
既
に
、
両
親
は
憐
堂
の
安
否
に
思
い
を

馳
せ
な
が
ら
世
を
去
っ
て
い
た
。

2 

大
城
多
十
郎
。
憐
堂
を
熊
本
侯
に
推
薦
し
た
人
。

口。



(16) 
こ
の
文
を
成
す
三
年
前
で
あ
る
か
ら
、
寛
政
十
二
年
の
こ
と
で
あ
ろ

つ。

2 

和
泉
与
市
の
言
い
分
は
、
「
筆
叢
」
を
質
草
に
し
た
時
に

(
実
は
筆

叢
は
服
部
氏
が
質
に
入
れ
た
も
の
で
、
憐
堂
は
寄
園
寄
所
寄
を
質
に
入

れ
た
の
で
あ
っ
て
、
寄
園
寄
所
寄
は
既
に
金
子
を
用
い
て
取
り
戻
し
て

あ
っ
た
。
)
井
上
回
明
が
、
こ
れ
は
林
家
の
書
で
あ
る
か
ら
即
刻
引
き

渡
せ
と
言
っ
て
き
た
の
で
、
金
は
ど
う
な
る
の
か
と
た
ず
ね
る
と
こ
れ

は
盗
品
と
い
う
こ
と
だ
か
ら
お
上
に
訴
え
る
ぞ
と
忠
告
さ
れ
た
の
で
仕

方
な
く
筆
叢
を
か
え
し
た
の
だ
。
貸
し
た
お
金
を
返
し
て
く
れ
な
か
っ

た
ら
、
そ
な
た
を
訴
え
ま
す
る
ぞ
、
と
い
う
の
で
あ
っ
た
。

3 

こ
の
筆
叢
の
質
代
を
、
自
ら
の
身
の
回
り
の
工
具
書
を
売
る
こ
と
で

和
泉
屋
与
市
に
支
配
っ
た
わ
け
で
あ
る
。

4 

以
下
、
起
卿
の
名
で
見
え
る
が
、
市
俊
卿
、
即
ち
市
野
迷
庵
で
あ
ろ

、寸ノ。

5 

常
盤
門
典
舗
(
憐
堂
が
保
証
人
と
な
ら
さ
れ
た
庖
で
質
草
は
大
冊
の

漢
籍
で
あ
っ
た
。
)

の
場
合
は
、
盗
品
と
言
う
こ
と
に
な
る
の
で
あ
れ

ば
、
書
物
を
返
却
し
て
も
ら
え
ば
ま
だ
し
も
幸
で
あ
る
が
、
訴
え
出
よ

う
と
し
た
の
で
、
典
者
た
る
服
部
氏
が
行
方
不
明
と
い
う
こ
と
で
あ
れ

ば
、
責
め
る
所
は
自
分
(
憐
堂
)
に
む
か
つ
て
く
る
の
は
当
然
で
あ
っ

た。

6 

し
か
し
、
こ
う
な
る
こ
と
は
既
に
桑
名
氏
か
ら
の
金
策
が
成
功
し
な

い
時
点
で
わ
か
っ
て
い
た
こ
と
で
あ
ろ
う
に
。

(1司
寛
政
七
年
の
六
月
に
再
び
金
策
に
赴
く
と
言
っ
て
旅
立
っ
た
き
り
、

服
部
氏
は
駿
河
か
ら
遠
江
に
抜
け
て
京
都
に
上
っ
た
。
京
で
は
儒
者
と

し
て
講
席
を
設
け
、

一
家
を
成
し
た
も
の
の
、

一
信
も
寄
こ
す
こ
と
な

く
自
分
(
憐
堂
)
を
忘
れ
て
い
た
と
言
う
の
で
あ
ろ
う
か
。

2 

こ
こ
か
ら
は
、
憐
堂
の
本
心
が
に
じ
み
出
て
い
る
個
所
で
あ
る
。
典

舗
の
保
証
人
と
し
て
印
を
押
さ
れ
て
し
ま
っ
た
こ
と
、
し
か
し
そ
れ
も

今
や
言
い
訳
に
は
な
ら
な
い
。
し
か
し
な
が
ら
君
自
身
の
罪
は
君
が
一

番
よ
く
知
っ
て
い
る
は
ず
で
あ
る
。
漂
浪
し
て
行
方
不
明
に
な
る
こ
と

な
ど
、
到
底
で
き
る
こ
と
で
は
な
い
は
ず
だ
。

3 

結
局
、
実
状
を
話
で
き
た
の
は
こ
の
二
人
だ
け
で
あ
っ
た
。
彼
ら
が

自
分
の
罪
を
は
ら
し
て
く
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。

(18) 
服
部
氏
の
手
紙
を
読
ん
で
感
じ
る
の
は
、
八
年
前
の
、
保
証
人
に
な

る
な
ら
ぬ
の
事
を
責
め
う
ら
ん
で
い
る
の
で
あ
っ
て
、
そ
の
後
自
分
が
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う
け
た
仕
打
ち
ゃ
今
の
感
情
に
対
し
て
は
ど
う
と
も
思
っ
て
い
な
い
よ

う
で
あ
る
。
あ
の
事
以
来
の
経
過
を
士
行
に
問
え
。
僕
を
責
め
る
ど
こ

ろ
か
、
潤
む
べ
き
で
あ
り
、

い
や
君
自
身
の
罪
も
自
覚
す
る
こ
と
で
あ

ろ、っ。(19) 
服
部
氏
は
も
う
一
つ
憐
堂
を
責
め
る
の
に
、
今
、
憐
堂
が
掛
川
藩
に

仕
え
る
(
解
褐
)
の
は
、
自
分
(
服
部
氏
)
に
だ
け
罪
を
託
し
て
林
門

の
謹
責
を
逃
れ
た
の
で
あ
ろ
う
と
。
こ
れ
に
は
二
百
申
し
た
い
と
い
う

の
で
あ
る
。

2 

邪
魔
を
す
る
者
が
い
た
の
で
あ
る
。

3 

寛
政
十
年
頃
に
江
戸
に
帰
り
、
約
一
年
後
に
は
復
籍
し
て
い
る
か
ら
、

そ
の
間
の
事
で
あ
ろ
う
。
林
述
斎
も
既
に
事
の
真
相
は
知
る
所
で
あ
っ

た
ろ
う
か
ら
、
情
堂
の
な
り
ゆ
き
を
見
守
っ
て
い
た
の
で
あ
る
。

4 

林
公
へ
の
上
書
は
士
行
が
全
て
目
に
し
て
い
る
。
服
部
氏
に
罪
を
な

す
り
つ
け
る
よ
う
な
こ
と
を
す
る
わ
け
が
な
い
こ
と
は
士
行
が
よ
く
知
つ

て
い
る
。

5 

質
に
書
を
入
れ
、
ま
た
金
を
返
済
し
て
書
を
と
り
一
戻
す
こ
と
。

6 

だ
れ
に
も
迷
惑
を
か
け
ず
期
日
を
守
っ
て
返
済
す
れ
ば
何
の
罪
も
得

る
も
の
で
は
な
い
。
ま
し
て
君
の
よ
う
に
い
っ
た
ん
発
覚
し
た
ら
身
を

遠
ざ
け
る
な
ど
思
い
も
よ
ら
ぬ
こ
と
で
あ
る
。

位。
刊
は
け
ず
る
。
除
籍
。
こ
こ
で
も
う
一
度
整
理
す
る
と
、
寛
政
七
年

六
月
十
四
日
に
退
塾
、
同
七
月
三
日
林
門
除
籍
、
寛
政
十
一
年
復
籍
で

あ
っ
た
。

2 

明
和
八
年
(
一
七
七
二
生
れ
で
あ
る
か
ら
、
天
明
五
年
(
一
七
八

五
)
が
十
五
歳
、
天
明
八
年
が
十
八
歳
、
今
は
そ
の
十
五
年
後
で
享
和

三
年
(
一
八

O
一
二
)
、
す
な
わ
ち
三
十
三
歳
と
い
う
こ
と
に
な
る
。

説
に
江
戸
に
遊
学
す
る
の
は
十
六
歳
で
あ
る
と
。

3 

寛
政
七
年
の
不
遇
以
来
で
あ
る
。
享
和
二
年
二
月
(
一
八

O
二
)
に

掛
川
藩
の
伺
候
が
決
っ
た
。

4 

自
分
(
憐
堂
)
が
こ
の
よ
う
に
説
明
す
る
だ
け
で
な
く
、
林
述
斎
も

ま
た
伺
候
の
際
の
推
薦
に
当
つ
て
は
こ
の
よ
う
に
説
明
し
て
下
さ
っ
た

の
で
あ
る
。

(21) 
蹄
は
宗
廟
の
祭
。
諸
侯
の
祭
に
参
加
し
た
い
、
と
は
伺
候
の
念
が
強

か
っ
た
こ
と
。

2 

曹
丘
生
は
漢
代
の
人
で
、
弁
に
秀
で
、
季
布
の
名
を
高
か
ら
し
め
有

名
に
し
た
と
い
う
故
事
が
あ
る
。
人
の
世
話
を
す
る
達
人
の
意
と
し
て
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用
い
る
。包含

こ
の
手
紙
は
、
士
行
に
見
て
も
ら
わ
ず
と
も
よ
い
し
、
又
捨
て
る
に

も
及
ば
な
い
。

2 

わ
ざ
わ
い
を
被
っ
た
と
い
う
点
に
お
い
て
は
我
々
と
も
に
同
じ
こ
と

で
あ
る
。

3 

入
門
の
際
の
進
物
。

4 

さ
き
の
、
か
つ
て
の
。

5 

頭
巾
。

q
u
 

6 

か
つ
て
の
事
は
さ
て
置
い
て
、
昔
時
の
交
遊
に
復
し
た
い
と
い
う
温

か
な
心
が
表
現
さ
れ
て
い
る
。

。3)不
宣
は
手
紙
の
末
に
附
す
語
。
奪
は
批
奪
の
略
で
乱
筆
乱
文
失
礼
い

た
し
ま
す
、
と
い
う
意
。
諸
事
情
が
あ
っ
て
返
書
が
遅
れ
た
が
ゆ
る
し

て
下
さ
い
と
。
沢
九
と
題
し
た
け
れ
ど
も
そ
れ
は
今
の
貴
君
の
身
分
を

寡
聞
に
し
て
知
ら
ず
。
知
る
所
の
姓
で
書
し
た
だ
け
の
こ
と
で
あ
る
、

と
。
服
部
氏
は
既
に
京
で
か
な
り
の
名
声
を
得
て
い
た
よ
う
で
あ
る
。


